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はじめに 

 

現在、わが国では、総人口が減少を続ける一方で、2023年（令和５

年）９月の高齢化率は 29.1％で過去最高となっています。また、2025

年（令和７年）にはいわゆる団塊の世代が 75 歳以上となり、2040 年

（令和 22年）には団塊ジュニア世代が 65歳以上となることから、今

後、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯、認知症高齢者など、介護や何

らかの支援を必要とする高齢者がますます増加することが予測され

ます。 

一方、現役世代（担い手）は減少傾向にあり、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保はこれ

まで以上に大きな課題となります。 

 

こういった状況から、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むために、住

まい、医療、介護、予防及び生活支援が包括的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推

進が求められており、地域や社会全体で支え合える仕組みづくりのための取組を進めてきました。 

 

今後、さらに高齢化が進行する中で、医療・介護の複合ニーズを有する利用者の増加、医療・介

護の連携の必要性、認知症への対応といった課題が増加することが予想され、高齢者が住み慣れた

地域で自分らしく暮らし続けるための施策を一層推進していく必要があります。 

 

「猪名川町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画」においては、2025年度（令和７年度）か

ら新たなまちづくりの基本方針となる「第六次猪名川町総合計画後期基本計画」を見据え、これま

での本町における高齢者福祉の取組を発展・継承させるとともに、中長期的な人口動態や介護ニー

ズの見込み等を適切に捉えて、介護サービス基盤の整備、介護人材の確保等の介護保険制度の適正

運営のための施策を推進し、地域共生社会の実現に向けた取組を進めてまいります。 

 

最後に、本計画の策定に当たり、住民の皆様・町内の居宅介護支援事業所等へのアンケート調査

を実施し、介護保険運営協議会において内容について慎重なご協議を経て、社会福祉審議会におい

て報告・承認をいただきました。貴重なご意見をいただいた住民の皆様及び関係機関の皆様、熱心

にご議論をいただきました介護保険運営協議会の皆様に、心よりお礼申し上げます。 

 

2024年（令和６年）３月 

 

猪名川町長  
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第１章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景・趣旨 

我が国の平均寿命（０歳からの平均余命）は令和２年に男性 81.56年、女性 87.71年となり、前

年と比べ男性は 0.15 年、女性は 0.26 年と毎年延びている状況にあり、令和 22 年（2040年）には

男性 83.27年、女性 89.63 年となり、女性は 90年が目前になると見込まれています。 

令和７年（2025 年）にはいわゆる団塊の世代が 75 歳以上に達し、令和 22 年（2040 年）には団

塊ジュニア世代が65歳以上となることから、高齢者人口がピークを迎えることが予測されており、

介護等何らかの支援を必要とする高齢者が大幅に増加することが想定されます。加えて、令和７年

（2025年）以降は生産年齢人口が急減するとみられ、高齢者の支え手不足が顕著となり、地域の高

齢者介護を支える人的基盤の確保はこれまで以上に大きな課題となります。 

このような状況を踏まえ、第６期（平成 27 年度～29 年度）以降の市町村介護保険事業計画は、

「地域包括ケア計画」と位置付けられており、2025年までの各計画期間を通じて地域包括ケアシス

テムを段階的に構築することとされていましたが、第９期計画期間中に 2025 年に到達することか

ら、第９期（令和６年度～８年度）においては、第８期計画での目標や具体的な施策の達成状況を

踏まえ、2040年を見通した介護サービス基盤の整備や地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた

取組などを中長期的に見据え第 9期計画に位置付けることが求められています。 

本町では、令和３年３月に「猪名川町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」（以下「第８期

計画」という。）を策定し、「住み慣れた地域でつながりを育みいきいきと暮らせる健康長寿のまち」

を基本目標として、本町における地域包括ケアシステムの構築と高齢者福祉の充実に向けた取組を

進めてきました。 

本町の高齢化率は、兵庫県公表の資料によると令和５年２月１日現在、兵庫県内 41 市町では 22

番目（33.4％）となっておりますが、全国的に見れば高い水準となっています。要介護認定者のう

ち、要支援１及び２の軽度認定者が多い状況ではあるものの、高齢者のみ世帯（高齢者ひとり暮ら

し世帯と高齢者夫婦のみ世帯）も増加していることから、介護が必要となる高齢者が今以上に増え

ていくことが予想されます。そのため、今後の地域包括ケアシステムを考える際のひとつの目安と

なる 2040 年を見据え、地域や社会全体で支え合える仕組みづくりを深化させていく必要がありま

す。 

こうした状況を踏まえ、本町では、「第８期計画」における取組を継承・発展させつつ、猪名川町

での地域包括ケアシステムの方向性を示すとともに、地域マネジメントを可能にする「地域包括ケ

ア計画」として、「猪名川町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画」（以下「本計画」という。）

を策定します。 
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２．計画の位置付け 

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 の規定に基づく介護老人福祉計画及び介護保険法第 117 条第

1項の規定に基づく介護保険事業計画を一体的に策定するものです。 

また、本計画は、本町のまちづくりの基本計画である「猪名川町総合計画」と地域福祉を進める

ための基本計画である「猪名川町地域福祉計画」を上位計画とし、老人保健福祉と介護保険事業を

一体的に推進するための個別計画として位置付けるものです。 

また、「猪名川町障がい者(児)福祉計画」「猪名川町子ども・子育て支援事業計画」「猪名川町保健

計画・食育推進計画・自殺対策計画」等との関連計画との整合性を図り策定します。 
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３．計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間となっており、介護保険法第 117条第

１項の規定により、３年を１期として定められている介護保険事業計画に合わせて３年ごとの見直

しとなります。 

また、高齢者福祉計画も介護保険事業計画と一体的に整備することから、高齢者福祉計画も３年

ごとに見直します。 

本計画は、第８期計画までの取組を踏まえ、現役世代が急減する令和 22 年度（2040 年度）まで

に地域包括ケアシステムを深化・推進するための段階的な取組を規定します。また、中長期的な視

点に立ち、具体的な取組内容やその目標を計画に位置付けることが求められています。 
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令和７年 
団塊の世代が
後期高齢者へ 

第８期計画 
令和３年度（2021）～ 
令和５年度（2023） 

第９期計画 
令和６年度（2024）～ 
令和８年度（2026） 

第 10期計画 
令和９年度（2027）～ 
令和 11 年度（2029） 

令和７年を見据えた 
「地域包括ケア計画」 

令和 22 年（2040 年：高齢者人口ピークの見込）を見据えた中長期的な視点 
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４．計画の策定体制 

（１）アンケート調査の実施 

一般高齢者や要介護認定者、その介護者の状況やニーズをはじめ、町内のケアマネジャー視点で

の在宅生活の維持が難しくなっているサービス利用者の実態・支援の状況や課題を把握するために、

以下のアンケートを実施しました。 

【アンケート調査の実施概要】 

 介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 

在宅介護実態調査 在宅生活改善調査 

対象 

・65歳以上で要介護認定を受

けていない人及び要支援認

定を受けている在宅の人

3,000人（無作為抽出） 

・在宅生活をしている要介

護認定者 575人（悉皆） 

・町内のすべての居宅介護

支援事業所・小規模多機能

型居宅介護事業所 12 事業

所 

・上記所属のケアマネジャ

ー35人（悉皆） 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 2023年（令和５年）８月４日から８月 21日 

目的 

活用 

・要介護状態になる前の高齢

者のリスクや社会参加状況

を把握することで、地域診

断に活用し、地域の抱える

課題を特定する。 

・総合事業の評価に活用す

る。 

・要介護認定者や主な介護者

の状況を把握し、要介護認

定者の在宅生活の継続の

可否や介護者の就労継続

の可否に有効なサービス

利用のあり方やサービス

整備の方向性を整理する。 

・「自宅等に居住しており現

在のサービス利用では、生

活の維持が難しくなって

いる利用者」の実態と、介

護・生活支援等に関するサ

ービス・支援の状況や課題

を把握する。 

 

（２）介護保険運営協議会による検討及び社会福祉審議会への報告 

本計画の策定にあたっては、学識経験者、介護サービス事業者、被保険者代表から構成される「猪

名川町介護保険運営協議会」において、計画の内容等について審議し、運営協議会で協議・検討し

た計画素案を学識経験者、社会福祉団体の代表者、町行政職員等から構成される「猪名川町社会福

祉審議会」に報告し策定しました。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

計画等を立案する過程において、趣旨・内容等を広く公表し、住民からの意見を聴取し、計画に

反映しました。 
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第２章 高齢者をとりまく現状 
 

１．人口・高齢化率等動向 

（１）人口の推移 

本町の総人口は平成 23年の 32,000人台をピークに減少に転じていますが、高齢化率は年々増加

しており、平成 30年には高齢化率が 28.1％、令和５年では 33.0％となっています。 

【人口推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 

（２）高齢化率の推移 

本町の高齢化率は年々上昇しており、令和元年に兵庫県と全国よりも高い水準となり、令和４年

では 32.2％となっています。 

【高齢化率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：住民基本台帳（各年９月末現在） 

兵庫県・全国 令和２年は国勢調査、他の年度は人口推計（各年 10月 1 日確定値）（総務省統計局）  
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（３）被保険者数の推移 

本町の第 1 号被保険者（65 歳以上）は、前期高齢者（65～74 歳）については令和３年までは増

加し、令和４年から減少している一方で後期高齢者は、年々増加しています。 

また、第 1号被保険者のうち後期高齢者が占める割合は、概ね増加傾向で推移しており、令和５

年では 50.5％となっていますが、兵庫県や全国と比べると低い割合となっています。 

 

【第１号被保険者数の推移】 

 
資料：介護保険事業状況報告（各年９月月報） 

 

 

【第１号被保険者数のうち後期高齢者が占める割合の推移】 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月月報） 
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前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳以上） 合計
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44.4 
45.7 46.1 46.0 

48.5 

50.5 50.1 

51.3 51.7 51.7 
53.8 

56.0 
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44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

猪名川町 兵庫県 全国

(％)
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（４）高齢者のいる世帯の状況 

本町の 65 歳以上の高齢者のいる世帯数は年々増加しており、令和２年で 5,650 世帯となってい

ます。また、令和２年の高齢単身世帯は 1,175 世帯、高齢夫婦世帯は 1,978 世帯で、平成 17 年よ

りそれぞれ約 3.1倍、約 2.9倍と増加しています。 

 

【高齢者を含む世帯の推移】 

 

出典：国勢調査 

※ 高齢単身世帯：65 歳以上の者一人のみの一般世帯 

  高齢夫婦世帯：夫と妻がともに 65 歳以上の夫婦 1 組のみの一般世帯 

 

 

  

385 636 905 1,175677
1,044

1,536

1,9782,042

2,333

2,495

2,497

3,104 

4,013 

4,936 

5,650 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯 その他の一般世帯

(人)
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２．介護保険被保険者の状況 

（１）要支援・要介護認定者の推移 

本町の要支援・要介護認定者数は、1,500 人台で推移しており、令和５年で 1,561 人となってい

ます。要支援 1 の認定者数は、平成 30 年と比べると約 1.2 倍と他に比べて増加傾向となっていま

す。 

また構成比の推移について、要支援 1を除く全ての要介護度で大きな変化はなく、概ね横ばいと

なっています。 

【要支援・要介護認定者の推移】 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月月報） 

 

【要支援・要介護認定者構成比の推移】 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月月報）  
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（２）要支援・要介護認定率 

本町の第 1 号被保険者における要支援・要介護認定率は、令和元年から 16％台で推移しており、

兵庫県、全国を下回っています。 

また、令和５年９月末時点における第１号被保険者における要介護認定者の構成比をみると、要

支援１が兵庫県、全国より高くなっています。 

 

【要支援・要介護認定率の推移（第１号被保険者）】 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月月報） 

 

 

【第１号被保険者における要支援・要介護認定の構成比】 

 

出典：介護保険事業状況報告（令和５年９月月報） 
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（３）受給者 1 人当たり給付月額（在宅及び居住系サービス） 

本町の在宅及び居住系サービスの受給者１人当たり給付月額は、兵庫県、全国より低く推移して

おり、令和４年は 109,091 円となっています。 

 

【受給者 1人当たり給付月額（在宅及び居住系サービス）】 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（平成 30～令和３年は年報、 

令和４年は月報（２月サービス提供分まで） 

 

※在宅及び居住系サービス 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護（介護老人保健施設）、短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）、短期入

所療養介護（介護医療院）、福祉用具貸与、福祉用具購入費、住宅改修費、介護予防支援・居宅介護支援、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型通

所介護 
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（４）受給者 1 人当たり給付月額（施設サービス） 

本町の施設サービスの受給者１人当たり給付月額は、兵庫県、全国より高く推移しており、令和

４年は 284,866円となっています。 

 

【受給者 1人当たり給付月額（施設サービス）】 

 

資料：介護保険事業状況報告（平成 30～令和３年は年報、 

令和４年は月報（２月サービス提供分まで） 

 

※施設サービス 

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 
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３．介護認定審査会結果における認知症高齢者の状況 

猪名川町介護保険認定審査会において判定した要介護等認定者における認知症高齢者の日常生

活自立度の状況を見ると、認知症と判定された人の割合は、令和４年度では 64.5％となっていま

す。 

要介護度別に認知症高齢者の日常生活自立度の割合を見ると、要支援以下は「自立」が 63.3％と

最も多く、要介護１・２は「日常生活自立度Ⅰ～Ⅱ」が 61.4％、要介護３以上は「日常生活自立度

Ⅲa以上」が 54.4％で最も多くなっています。 

なお、新型コロナウイルスの影響により、要介護認定の更新対象の方にかかる審査については、

認定審査会の判定によらずに認定有効期間の延長が可能な特例措置が取られていたため、令和元年

度から令和４年度にかけて認定審査会の審査件数はコロナ前と比べ減少しています。 

 

【認知症高齢者の日常生活自立度別の人数・割合の推移】 

   

平成 30 年 

(2018 年) 

令和元年 

(2019 年) 

令和２年 

(2020 年) 

令和３年 

(2021 年) 

令和４年 

(2022 年) 

人数

（人） 

自立  447 357 367 423 401 

認知症と判定された人 797 799 649 680 727 

 I、Ⅱa、Ⅱb 532 512 453 442 499 

 Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Ｍ 265 287 196 238 228 

総数  1,244 1,156 1,016 1,103 1,128 

構成比

（％） 

自立  35.9 30.9 36.1 38.3 35.5 

認知症と判定された人 64.1 69.1 63.9 61.7 64.5 

 I、Ⅱa、Ⅱb 42.8 44.3 44.6 40.1 44.2 

 Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Ｍ 21.3 24.8 19.3 21.6 20.2 

資料：猪名川町介護保険認定審査会資料 
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【要介護度別認知症高齢者の日常生活自立度の割合（令和４年）】 

 

資料：猪名川町介護保険認定審査会資料（令和４年） 

 

 

【認知症高齢者の日常生活自立度】 

ランク 判定基準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱ 
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰か

が注意していれば自立できる。 

 Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 

 Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅲ 
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護

を必要とする。 

 Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

 Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ 
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介

護を必要とする。 

Ｍ 
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とす

る。 

 

  

（出典）猪名川町介護保険認定審査会資料（提供データ）
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４．高齢者の就労状況 

本町の令和２年における高齢者の労働力人口（「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの）の割

合を性別、年齢別でみると、男性では 75 歳以上から兵庫県、全国の割合を下回っており、女性で

は 80～84歳を除いた全ての年齢階級で兵庫県、全国の割合を下回っています。 

 

高齢者の労働力人口の割合 男性 

 

出典：令和２年国勢調査 

 

高齢者の労働力人口の割合 女性 

 

出典：令和２年国勢調査 
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５．アンケート調査結果にみる高齢者等の状況 

（１）調査の概要 

町内在住の 65 歳以上の高齢者の健康状態や生活、介護の状況、介護保険に対するご意見やご

要望等を把握するとともに、介護保険事業計画の策定と効果評価を目的にアンケート調査を実施

しました。調査概要と回収状況は以下の通りです。 

 

【アンケート調査の実施概要】 

 介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 
在宅介護実態調査 在宅生活改善調査 

対象 

・65歳以上で要介護認定を受

けていない人及び要支援認

定を受けている在宅の人

3,000人（無作為抽出） 

・在宅生活をしている要

介護認定者 575 人（悉

皆） 

・町内のすべての居宅介護

支援事業所・小規模多機

能型居宅介護事業所12事

業所 

・上記所属のケアマネジャ

ー35人（悉皆） 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 2023年（令和５年）８月４日から８月 21日 

 

 

【アンケート調査の回収状況】 

 
介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 
在宅介護実態調査 

在宅生活改善調査 

事業所 ケアマネジャー 

配布数 3,000部 575部 12部 35部 

有効回収数 1,860部 264部 11 部 33部 

有効回収率 62.0％ 45.9% 91.7% 94.3% 
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（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果 

①年齢 

年齢については、「70～74歳」が 29.4％で最も高く、次いで「65～69歳」「75～79歳」が 23.2％、

「80～84歳」が 13.5％と続いています。 

 

 

②認定該当状況 

認定該当状況については、「認定を受けていない」が 91.6％で最も高く、次いで「要支援１」が

3.8％、「要支援２」が 1.2％と続いています。 

 

 

③家族構成 

家族構成について、「夫婦２人暮らし（配偶者 65歳以上）」が 53.3％で最も高く、次いで「息子・

娘との２世帯」が 14.3％、「その他」が 13.4％と続いています。 
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1.2 0.5

3.0
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認定を受けていない 要支援１ 要支援２ わからない 無回答

12.3

11.6
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4.4

6.0
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16.9
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1.7
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令和２年度調査（n=2,017）

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上） 夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下）

息子・娘との２世帯 その他 無回答
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④介護・介助の必要性 

介護・介助の必要性については、「介護・介助は必要ない」が 89.4％で最も高く、次いで「何ら

かの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」が 4.7％、「現在、何らかの介護を受けている（介

護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）」が 3.1％と続いています。 

 

 

⑤ 介護・介助が必要になった主な原因 

何らかの介護・介助が必要になった主な原因については、「高齢による衰弱」が 26.2％で最も高

く、次いで「骨折・転倒」が 21.4％、「その他」が 15.9％と続いています。引き続き転倒予防や筋

力向上に関する取組が必要であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.4

85.9

4.7

5.2

3.1

4.7

2.8

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度調査（n=1,860）

令和２年度調査（n=2,017）

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

無回答

5.5

13.1

11.7

3.4

8.3

14.5

2.8

13.1

1.4

14.5

21.4

6.9

26.2

15.9

1.4

9.0

5.6

8.1

6.1

5.6

11.1

6.1

1.0

7.1

3.0

6.1

16.7

9.1

18.7

12.6

2.5

23.2

0% 10% 20% 30% 40%

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸系の病気（肺気腫・肺炎等）

関節の病気（リウマチ等）

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

糖尿病

腎疾患（透析）

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

令和５年度調査（n=145）

令和２年度調査（n=198）
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⑥ 経済状況 

経済状況については、「ふつう」が 59.0％で最も高く、次いで「やや苦しい」が 23.7％、「ややゆ

とりがある」が 8.4％と続いています。 

『苦しい（「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計）』が 29.6％で、令和２年度調査と比べると 9.3

ポイント増加しています。 

 

 

 

⑦ 友人・知人と会う頻度（新型コロナウイルス感染症流行時と現在） 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による、友人・知人と会う頻度については、コロナ禍（概

ね令和２～４年）においては、「減った」が 62.0％で最も高くなっていますが、現在では「増えた」

が 24.0％となっており、回復傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.9

3.8

23.7

16.5

59.0

63.0

8.4

10.1

1.2

1.0

1.8

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度調査（n=1,860）

令和２年度調査（n=2,017）

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある 無回答

0.5

24.0

62.0

23.9

35.0

49.1

2.4

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

コロナ禍（概ね令和２～４年）

（n=1,860）

現在（n=1,860）

増えた 減った 変わらない 無回答
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⑧ 外出を控えているか 

外出を控えていると答えた人の割合は、「はい」が 25.9％、「いいえ」が 72.0％となっています。

令和２年度調査と比べると「いいえ」が 25.0 ポイント増加しており、外出することが多くなって

いるのがうかがえます。 

 

 

⑨ 外出を控えている理由 

外出を控えていると答えた人の外出を控えている理由について、「足腰などの痛み」が 33.2％で

最も高く、次いで「その他」が 30.3％、「外での楽しみがない」が 19.5％と続いています。引き続

き、筋力向上のための取組や、通いの場等の社会とのつながりを感じられるような取組への参加を

促すことが重要であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.9

48.6

72.0

47.0

2.1

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度調査（n=1,860）

令和２年度調査（n=2,017）

はい いいえ 無回答

15.1

1.5

33.2

14.3

5.0

2.7

19.5

8.9

12.9

30.3

5.4

8.0

0.7

20.4

5.7

3.1

1.7

8.7

2.4

8.7

67.5

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

病気

障がい（脳卒中の後遺症など）

足腰などの痛み

トイレの心配（失禁など）

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

その他

無回答
令和５年度調査（n=482）

令和２年度調査（n=981）
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⑩ 地域での活動の参加状況 

地域での活動の参加状況について、参加率（週１回以上）でみると、「収入のある仕事」が 24.9％

で最も高く、次いで「スポーツ関係のグループやクラブ」が 22.1％、「趣味関係のグループ」が 15.4％

となっています。 

 

 

⑪ 地域づくり活動への参加意向（参加者として） 

地域づくり活動について「参加者」として『参加したい（「是非参加したい」と「参加してもよい」

と「既に参加している」の合計）人は、62.7％と高くなっており、意欲はあるものの、参加できて

いない人を参加に結びつけるための取組が必要であると考えられます。 

 

 

  

参加率（週
１回以上）

6.2%

22.1%

15.4%

3.9%

6.8%

2.0%

1.7%

24.9%

1.3 

2.8 

1.8 

0.2 

0.4 

0.3 

0.3 

12.8 

1.9 

9.1 

6.3 

1.3 

1.5 

0.6 

0.5 

9.8 

3.0 

10.2 

7.3 

2.4 

4.9 

1.1 

0.9 

2.3 

7.8 

6.0 

15.3 

6.5 

1.8 

4.1 

6.2 

2.3 

8.3

4.2

6.8

5.5

2.0

7.3

29.8

2.3

74.9

65.0

59.5

81.1

87.0

84.4

59.9

68.4

2.8

2.7

3.1

3.0

2.4

2.3

2.4

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ボランティアのグループ（n=1,860）

スポーツ関係のグループやクラブ

（n=1,860）

趣味関係のグループ（n=1,860）

学習・教養サークル（n=1,860）

脳の健康教室や健康長寿体操教室、サロンな

ど介護予防のための通いの場（n=1,860）

老人クラブ（n=1,860）

町内会・自治会（n=1,860）

収入のある仕事（n=1,860）

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回 年に数回 参加していない 無回答

5.6

7.3

50.5

48.2

33.8

32.5

6.6

6.6

3.4

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度調査（n=1,860）

令和２年度調査（n=2,017）

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加している 無回答
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⑫ 生きがいの有無 

生きがいの有無については、「生きがいあり」が 58.8％、「思いつかない」が 36.3％となってい

ます。引き続き生きがいを感じられる地域づくりを推進する必要があります。 

 

 

⑬ 健康づくりや介護予防教室へのニーズ 

どのような健康づくりや介護予防教室に参加したいかについては、「運動（体操等）」が 37.2％で

最も高く、次いで「参加したくない」が 29.5％、「認知症予防」が 26.5％と続いています。 

「参加したくない」が約３割となっているため、「参加したくない」と回答した方々への介護予防

へのアプローチ方法を検討する必要があります。 

  

58.8

62.0

36.3

31.1

4.9

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度調査（n=1,860）

令和２年度調査（n=2,017）

生きがいあり 思いつかない 無回答

37.2

4.6

26.5

9.0

3.8

1.7

29.5

6.2

7.9

39.9

4.2

27.8

9.6

4.5

4.1

27.4

7.5

4.7

0% 10% 20% 30% 40%

運動（体操等）

口腔ケア

認知症予防

栄養改善

うつ予防

その他

参加したくない

参加したいが、できない

無回答 令和５年度調査（n=1,860）

令和２年度調査（n=2,017）
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⑭ 認知症の相談窓口の周知状況 

認知症の相談窓口を知っているかについて、「はい」が 19.6％、「いいえ」が 73.7％となってい

るため、認知症への不安を感じた初期段階で気軽に相談できる窓口等をさらに周知啓発する必要が

あります。 

 

 

⑮ 猪名川町にとって重要だと思う高齢者福祉施策 

本町にとって重要だと思う高齢者福祉施策については、「介護保険制度のサービス(在宅サービス

や施設サービス)の充実」が 59.0％で最も高く、次いで「外出の際の交通手段の支援の充実」が 49.0％、

「介護保険制度の周知・啓発」が 34.6％と続いています。 

  

19.6

21.1

73.7

72.9

6.7

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度調査（n=1,860）

令和２年度調査（n=2,017）

はい いいえ 無回答

34.6

20.9

59.0

22.4

32.3

11.2

28.7

9.4

17.7

18.8

20.5

13.6

25.4

49.0

1.6

5.9

24.3

11.9

47.0

10.8

24.9

6.1

19.3

4.1

14.1

14.2

15.6

5.4

10.9

34.2

2.1

6.0

0% 20% 40% 60%

介護保険制度の周知・啓発

サービス事業所の指導・育成

介護保険制度のサービス(在宅サービスや

施設サービス)の充実

介護保険制度以外のサービス(一般保健福

祉サービス)の充実

福祉・介護に携わる専門的人材の育成と確

保

地域ボランティアの育成・活動支援

介護相談・介護指導の充実

高齢者の権利擁護制度の充実

健康づくりや介護予防事業の充実

高齢者の生きがい対策や交流事業の充実

地域での見守りや支え合いの体制づくり

福祉に関する情報提供体制の整備

道路や公共施設などのバリアフリー化(段

差の解消、スロープ、手すりの設置など)

外出の際の交通手段の支援の充実

その他

無回答

令和５年度調査（n=1,860）

令和２年度調査（n=2,017）
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⑯ 各種リスク判定 

調査結果より各種リスク状況を判定した結果、「うつ傾向」が 43.8％で最も高く、次いで「認知

機能の低下」が 41.9％、「転倒リスク」が 28.4％と続いています。 

 

 

 

 

  

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

計

全国

要支援１

要支援２

11.7

28.4

21.6

1.9

23.4

41.9 43.8

3.6

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

運
動
器
機
能
の
低
下

転
倒
リ
ス
ク

閉
じ
こ
も
り
傾
向

低
栄
養
状
態

口
腔
機
能
の
低
下

認
知
機
能
の
低
下

う
つ
傾
向

Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
低
下
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（３）在宅介護実態調査結果 

① 在宅生活を継続するにあたっての課題 

現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護について、要介護度

別にみると、要支援１・２では「食事の準備（調理等）」が 60.0％で最も多くなっています。要介

護１・２では「認知症状への対応」が 46.6％で最も多くなっています。要介護３以上では「日中の

排泄」が 44.2％で最も多くなっており、要介護度によって介護者が直面する不安も異なっていま

す。 

 

【要介護度別・介護者が不安に感じる介護】 

 

  

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

60.0

20.0

0.0

0.0

40.0

0.0

20.4

25.2

2.9

21.4

5.8

4.9

5.8

27.2

11.7

46.6

1.9

18.4

12.6

10.7

3.9

10.7

1.0

44.2

32.6

4.7

25.6

0.0

7.0

14.0

11.6

0.0

34.9

11.6

14.0

7.0

9.3

7.0

9.3

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ

等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

要支援１・２（n=5）

要介護１・２（n=103）

要介護３以上（n=43）
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施設等検討の状況については、要介護度別にみると、要介護度が上がるにつれて「検討中」「申請

済み」が増加し、要介護３以上では「検討中」「申請済み」の合計が 45.3％となっています。 

 

【世帯類別・施設等検討の状況】 

 

 

② 介護離職防止にあたっての課題 

主な介護者の就労継続見込みを就労状況別でみると、フルタイム勤務とパートタイム勤務のいず

れも「問題はあるが、何とか続けていける」が最も多く、フルタイム勤務では 41.4％、パートタイ

ム勤務では 63.2％となっています。 

また、『続けていくのが困難（「続けていくのは、やや難しい」と「続けていくのは、かなり難し

い」の合計）』では、フルタイム勤務では 27.6％、パートタイム勤務では 18.4％となっています。 

 

【就労状況別・就労継続見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100.0

72.5

54.7

0.0

19.7

25.0

0.0

7.9

20.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１・２（n=7）

要介護１・２（n=178）

要介護３以上（n=64）

検討していない 検討中 申請済み

31.0

18.4

41.4

63.2

20.7

10.5

6.9

7.9

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム勤務（n=29）

パートタイム勤務（n=38）

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない
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主な介護者の就労継続見込みを要介護度別でみると、要支援１～要介護１と要介護２以上のいず

れも「問題はあるが、何とか続けていける」が最も多く、要支援１～要介護１では 66.7％、要介護

２以上では 45.0％となっています。 

また、『続けていくのが困難（「続けていくのは、やや難しい」と「続けていくのは、かなり難し

い」の合計）』では、要支援１～要介護１では 11.1％、要介護２以上では 30.0％となっており、要

介護度があがるにつれ、就労と介護の両立が難しい現実が伺えます。 

 

【要介護度別・就労継続見込み（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な介護者の就労継続見込みを認知症自立度別でみると、自立＋認知症自立度Ⅰと認知症自立度

Ⅱ以上のいずれも「問題はあるが、何とか続けていける」が最も高く、自立＋認知症自立度Ⅰでは

57.1％、認知症自立度Ⅱ以上では 51.3％となっています。 

 

【認知症自立度別・就労継続見込み（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.2

25.0

66.7

45.0

7.4

20.0

3.7

10.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１～要介護１（n=27）

要介護２以上（n=40）

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない

25.0

23.1

57.1

51.3

14.3

15.4

3.6

10.3

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立＋Ⅰ（n=28）

Ⅱ以上（n=39）

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない
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介護者が不安に感じる介護を就労継続見込み別でみると、問題なく、続けていけるでは「不安に

感じていることは特にない」が 35.7％で最も高くなっています。問題はあるが、何とか続けていけ

ると、続けていくのは「やや＋かなり難しい」ではともに「認知症状への対応」が最も高く、それ

ぞれ 43.5％と 50.0％となっています。 

 

【就労継続見込み別・介護者が不安に感じる介護（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）】 

 

  

41
42
43
44
45

28.6

7.1

0.0

21.4

7.1

0.0

21.4

7.1

7.1

7.1

7.1

14.3

7.1

0.0

0.0

35.7

0.0

21.7

4.3

8.7

13.0

8.7

4.3

8.7

26.1

4.3

43.5

0.0

26.1

8.7

21.7

13.0

8.7

0.0

41.7

41.7

0.0

41.7

0.0

0.0

8.3

25.0

8.3

50.0

0.0

16.7

8.3

25.0

0.0

8.3

0.0

0% 20% 40% 60%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ

等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない
問題なく、続けていける

（n=14）

問題はあるが、何とか続け

ていける（n=23）

続けていくのは「やや＋か

なり難しい」（n=12）
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介護のための働き方の調整について就労継続見込み別にみると、問題なく、続けていけるでは「特

に行っていない」が 46.7％で最も多くなっています。 

問題はあるが、何とか続けていけると、続けていくのは「やや＋かなり難しい」では「介護のた

めに、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」

が最も高く、それぞれ 48.6％と 40.0％となっています。 

 

【就労継続見込み別・介護のための働き方の調整（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）】 

 

  

46.7

26.7

6.7

6.7

13.3

0.0

25.7

48.6

22.9

2.9

22.9

0.0

20.0

40.0

26.7

0.0

26.7

0.0

0% 20% 40% 60%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免

除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け

等）」しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇

等）」を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しなが

ら、働いている

介護のために、2～4以外の調整をしなが

ら、働いている

わからない

問題なく、続けていける

（n=15）

問題はあるが、何とか続

けていける（n=35）

続けていくのは「やや＋

かなり難しい」（n=15）
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介護保険サービスの利用状況について、主な介護者の就労継続見込み別にみると、就労継続が難

しくなるにつれて減少しており、「利用している」割合は問題なく、続けていけるが 93.8％、問題

はあるが、何とか続けていけるが 82.9％、続けていくのは「やや＋かなり難しい」が 73.3％とな

っています。 

 

【就労継続見込み別・介護保険サービスの利用状況（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）】 

 

 

  

93.8

82.9

73.3

6.3

17.1

26.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問題なく、続けていける（n=16）

問題はあるが、何とか続けていける

（n=35）

続けていくのは「やや＋かなり難しい」

（n=15）

利用している 利用していない
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（４）在宅生活改善調査結果 

① 在宅での生活が難しくなっている人について 

在宅生活の維持が難しくなっている人の世帯構成については、「独居」が 37.5％で最も多く、次

いで「夫婦のみ」が 25.0％、「単身の子どもとの同居」が 22.5％で続いています。 

令和２年度調査と比較すると、「独居」が 7.5ポイント増加しています。 

 

【在宅での生活の維持が難しくなっている利用者の世帯構成】 

 

要支援・要介護度については、「要介護１」が 27.5％で最も多く、次いで「要介護２」、「要介護

３」が 17.5％、「要介護４」が 15.0％で続いています。 

令和２年度調査と比較すると、「要介護４」が 7.5 ポイント増加し、「要介護５」が 10.0 ポイン

ト減少しています。 

要介護１となった時点で在宅での生活が難しくなる状況が伺えます。 

 

【在宅での生活の維持が難しくなっている利用者の要介護度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.5

30.0

25.0

32.5

22.5

17.5

15.0

20.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度調査（n=40）

令和２年度調査（n=40）

独居 夫婦のみ 単身の子どもとの同居 その他の同居 無回答

7.5

10.0

27.5

17.5

17.5

15.0

5.0

0.0

0.0

5.0

5.0

27.5

20.0

20.0

7.5

15.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

新規申請中

無回答

令和５年度調査（n=40）

令和２年度調査（n=40）
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本人の状態等に属する理由については、「認知症の症状の悪化」が 52.5％で最も多く、次いで「必

要な身体介護の増大」が 45.0％、「必要な生活支援の発生・増大」が 27.5％で続いています。 

令和２年度調査と比較すると、「必要な生活支援の発生・増大」が 7.5ポイント増加し、「必要な

身体介護の増大」が 17.5ポイント減少しています。 

 

【在宅での生活の維持が難しくなっている理由】 

 

 

生活維持のためのサービス利用の変更については、「より適切な「在宅サービス」もしくは「住ま

い・施設等」に変更する」が 40.0％で最も高く、次いで「より適切な「住まい・施設等」に変更す

る」が 32.5％、「より適切な「在宅サービス」に変更する」が 15.0％と続いています。 

 

【生活維持のためのサービス利用の変更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.0

27.5

45.0

52.5

15.0

15.0

0.0

0.0

2.5

20.0

62.5

55.0

15.0

27.5

2.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

該当なし

必要な生活支援の発生・増大

必要な身体介護の増大

認知症の症状の悪化

医療的なケア・医療処置の必要性の高まり

その他、本人の状態等の悪化

本人の状態等の改善

無回答

令和５年度調査（n=40）

令和２年度調査（n=40）

15.0

20.0

32.5

32.5

40.0

30.0

12.5

17.5

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和５年度調査（n=40）

令和２年度調査（n=40）

より適切な 「在宅サービス」に変更する

より適切な「住まい・施設等」に変更する

より適切な「在宅サービス」もしくは「住まい・施設等」に変更する

上記の変更では、改善は難しいと思う

無回答
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② 町の高齢者に対する支援の状況について 

ケアマネジャーからみた町の高齢者に対する支援の状況については、『充実している（「かなり充

実している」と「まあ充実している」の合計）』では、「地域包括支援センターによる支援体制」が

54.6％で最も高く、次いで「安心して住み続けられる住まいの確保（住宅改修・住み替えの支援な

ど）」「在宅療養の支援体制」「地域のつながり・支え合い・見守り」が 48.5％で続いています。 

 

【ケアマネジャーからみた町の高齢者に対する支援の状況】 

 

  

0.0 

3.0 

6.1 

0.0 

0.0 

0.0 

6.1 

0.0 

0.0 

3.0 

3.0 

0.0 

30.3 

45.5 

42.4 

48.5 

12.1 

33.3 

48.5 

39.4 

21.2 

36.4 

30.3 

21.2 

57.6 

27.3 

27.3 

36.4 

36.4 

45.5 

36.4 

42.4 

54.5 

48.5 

51.5 

54.5 

6.1 

15.2 

15.2 

6.1 

33.3 

18.2 

9.1 

9.1 

12.1 

3.0 

6.1 

12.1 

6.1

9.1

9.1

9.1

15.2

3

0

6.1

12.1

9.1

9.1

12.1

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

0.0 

0.0 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ひとり暮らし高齢者への支援（n=33）

安心して住み続けられる住まいの確保（住

宅改修・住み替えの支援など）（n=33）

在宅療養の支援体制（n=33）

地域のつながり・支え合い・見守り

（n=33）

高齢者支援の担い手の育成、支援（n=33）

高齢者も参加できる地域活動・ボランティ

ア活動（n=33）

地域包括支援センターによる支援体制

（n=33）

介護予防の取り組み（n=33）

認知症高齢者への支援体制（n=33）

福祉・健康などに関する情報提供体制

（n=33）

権利擁護への支援体制（n=33）

災害時の要援護者への支援体制（n=33）

かなり充実している まあ充実している やや不足している かなり不足している わからない 無回答
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６．第８期計画の進捗状況 

（１）施策・事業全体の進捗状況 

本町では、「猪名川町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」の３つの基本方針をもとに各種

施策を進めてきました。それに伴い、施策体系に位置付けた取組の進捗状況について、Ａ・Ｂ・Ｃ

の３段階で評価を行いました。 

10の基本施策数のうち、Ａ評価が３項目（30.0％）、Ｂ評価が７項目（70.0％）、Ｃ評価が０項目

（0.0％）で、基本施策はおおむね順調に進んでいます。 

 

【評価区分と進捗状況】 

評価区分 進捗状況 

Ａ 取組がとても進んでいる 

Ｂ 取組がある程度進んでいる 

Ｃ 取組があまり進んでいない 

 

 

【基本施策の進捗状況】 

基本方針 
基本 

施策数 
Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 

基本方針１． 

いきいきと健康に暮らすための

環境づくり 

２ １ １ ０ 

基本方針２． 

住み慣れた地域で安全・安心に

暮らすための環境づくり 

５ １ ４ ０ 

基本方針３． 

地域包括ケアシステムの深化・

推進を支える基盤の整備・強化 

３ １ ２ ０ 

合計 
10 

（100.0％） 

３ 

（30.0％） 

７ 

（70.0％） 

０ 

（0.0％） 
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基本方針１．いきいきと健康に暮らすための環境づくり 

施策・事業 評価 

基本方針１．いきいきと健康に暮らすための環境づくり 

 基本施策①：健康づくりと介護予防の充実 Ａ 

 基本施策②：社会参加と生きがいづくりの推進 Ｂ 

 

基本施策①：健康づくりと介護予防の充実 

●保健センターで月１回医師による健康相談、２か月に 1回精神科医師、歯科医師による健康相

談を行いました。保健師・管理栄養士による健康相談は随時、電話や面接にて相談を行いまし

た。 

●新型コロナウイルスの感染をおそれ、自宅に閉じこもりがちになった高齢者のフレイル予防を

目的として、ふれあいいきいきサロンや健康長寿体操の自主的な運営を支援する助成制度を設

けており、サロンや健康長寿体操の普及に努めました。 

●脳の健康教室については、町内で３教室（日生公民館、中央公民館、六瀬総合センター）あり、

運営をサポートしてくれるボランティアの協力を得て実施しました。 

 

【基本施策①：健康づくりと介護予防の充実の指標（数値目標）】 

通いの場や介護予防に資する活動

を行う団体数及び参加人数 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 見込み  

通
い
の
場 

健康長寿体操

教室 

団体数 19 19 20 19 21 20 

登録者数 450 380 465 375 480 355 

ふれあい・い

きいきサロン 

団体数 15 16 16 19 17 17 

参加者数 240 - 250 - 260 - 

脳の健康教室 参加者数 110 315 120 432 130 440 
 

ゆうあいいき

いき教室 

教室数 15 14 15 14 18 13 

参加者数 160 162 160 166 190 162 

通いの場に参

加する高齢者

の割合 

％ 10.15% 9.04 10.39% 10.14 10.88% 9.98％ 

 

基本施策②：社会参加と生きがいづくりの推進 

●町内の単位老人クラブは 39 クラブ、総会員数は令和 4 年度末で 1,739 人となっており、新型

コロナウイルスの影響により、活動を自粛する時期もありましたが、定例会などを通じて単位

クラブの現状を把握し、健康づくり・奉仕活動など地域活動への支援を行いました。 

●高齢者の就業活動や生きがいづくりの場として、シルバー人材センターへの登録を呼びかけ、

普及啓発に努めました。  
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基本方針２．住み慣れた地域で安全・安心に暮らすための環境づくり 

施策・事業 評価 

基本方針２．住み慣れた地域で安全・安心に暮らすための環境づくり 

 基本施策①：各種サービスの提供体制と介護者支援の充実 Ｂ 

 基本施策②：認知症対策の充実 Ｂ 

 基本施策③：在宅医療・介護連携の充実 Ａ 

 基本施策④：権利擁護の推進 Ｂ 

 基本施策⑤：安全・安心な日常生活の確保 Ｂ 

 

基本施策①：各種サービスの提供体制と介護者支援の充実 

●社会福祉協議会において、一人暮らしの高齢者及び高齢者夫婦世帯等を対象に安否確認や食生

活充実を目的に毎週水曜日に昼食の配食を実施しました。 

●在宅で高齢者を介護している家族に対して、家族介護手当の支給や介護用品を支給することに

より、家族の精神的及び経済的負担の軽減を図りました。 

●認知症高齢者等を対象に、高齢者見守り登録の利用を促進し、見守り体制の強化と行方不明の

未然防止のための二次元バーコードシールの配布、ＧＰＳ端末の貸与を行いました。 

 

【基本施策①：各種サービスの提供体制と介護者支援の充実の指標（数値目標）】 

要介護等認定者のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

提供体制 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 見込み 
 

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

利用者 
延人数 240 161 276 131 300 150 

 
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

利用者 
延人数 2,412 2,135 2,484 2,487 2,580 2,500 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職 
認定者 1,000 人

当たりの人数 
7.55 6.42 7.56 6.29 7.57 6.3 
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基本施策②：認知症対策の充実 

●運動不足の解消や社会参加による孤立の解消が認知症予防に効果があるとされていることか

ら、脳の健康教室等の高齢者の通いの場への参加を促すために啓発・支援等を行いました。 

●町内３か所で展開している脳の健康教室を通して、脳の活性化を図ると共に、仲間づくり、居

場所づくりとなるよう取り組みました。 

●高齢者や家族、医療機関、介護事業者等の意見や情報を共有する「つながりノート」の普及啓

発に努めるため、つながりノート連絡会を年６回開催しました。 

●コロナ禍においても、感染予防対策を行い、認知症サポーター養成講座を 13 回開催し 538 名

のサポーターを養成しました。 

●認知症カフェについては、平成 30 年度から地域の身近な交流の場所として空き店舗等を利用

し、相談やおよび交流に取り組んでおり、（年間 23回）郵便局の協力を得て、若年性認知症の

当事者の居場所づくりにも取り組みました。 
 

【基本施策②：認知症対策の充実の指標（数値目標）】 

認知症支援・普及・啓発 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 見込み  
認知症サポーター 

養成講座 

養成人数 

（累計） 
5,000 5,203 5,400 5,635 5,800 5,955 

 

キャラバン・メイト 登録者数 84 72 88 74 92 78 

認知症の早期発見・早期支援  
認知症初期集中支援

チーム会議 
開催回数 6 6 6 6 6 6 

認知症高齢者やその家族の支援  

認知症カフェの充実 
開催回数 30 8 30 23 40 35 

会場数 3 3 3 4 4 4 

 

基本施策③：在宅医療・介護連携の充実 

●川西市・猪名川町在宅医療・介護連携推進協議会で情報共有や効果的な在宅医療・介護の提供

方法及び提供体制の充実に向けて継続的に協議・検討を行いました。 

●在宅医療と介護の相互理解や連携強化を図るため、多職種が参加する意見交換会を開催しまし

た。また、在宅医療・介護連携推進協議会において、在宅療養ハンドブックを作成し、在宅療

養に関する情報提供を行いました。 
 

【基本施策③：在宅医療・介護連携の充実の指標（数値目標）】 

医療・介護関係の多職種の連携強化 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 見込み  
「在宅医療・介護連携推進協議会」

等の開催回数 
6 3 6 3 6 3 

 
医療・介護関係の多職種が参加する

研修会の開催回数 
2 1 2 1 2 1 
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基本施策④：権利擁護の推進 

●地域包括支援センターとの連携により、高齢者虐待の解決に向けての相談や経過の聴取及び

情報共有を行いました。 

●地域包括支援センターのリーフレットを関係各所に配布し相談窓口の周知を図りました。 

●親族がいないなどの理由により、町長申立てによる成年後見制度の申請を行いました。町広

報への掲載以外に、年間の相談日のお知らせチラシを各所に配布・周知を図りました。 

●地域包括支援センターや障害者相談支援センターを通じて、必要性のある方へ成年後見制度

や日常生活自立支援事業の紹介や手続き支援を行いました。 

 

基本施策⑤：安全・安心な日常生活の確保 

●高齢者の外出支援事業として、70歳以上の高齢者に対し、ハニカグランドパスの購入費助成を

実施しました。 

●運転免許証を自主返納された 70 歳以上の高齢者への外出支援として指定のバス、鉄道、タク

シーを 1人 1回限り、1年間で４万円助成しました。 

●災害時の対応のため、地域支援団体の立ち上げや個別支援計画の作成支援を実施しました。 

●民生委員・児童委員を通じて 65歳以上のひとり暮らしの高齢者と 75歳以上世帯の高齢者を対

象者に安心キットいなぼうの配布を行い、安否確認と相談しやすい環境づくりに努めました。 

●特殊詐欺被害防止対策として、高齢者の電話機購入補助を行いました。 

●自治会員を対象に、直近の消費者トラブルの説明と対策を説明する講習を実施しました。 
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基本方針３．地域包括ケアシステムの深化・推進を支える基盤の整備・強化 

施策・事業 評価 

基本方針３．地域包括ケアシステムの深化・推進を支える基盤の整備・強化 

 基本施策①：地域包括ケア体制の充実 Ａ 

 基本施策②：支え合う仕組みづくりの推進 Ｂ 

 基本施策③：介護保険の適正な運営 Ｂ 

 

基本施策①：地域包括ケア体制の充実 

●高齢者の総合相談窓口として、介護や福祉、健康づくりその他多方面の相談に対応、必要に応

じて関係機関と連携しました。 

●地域の民生委員は行政との橋渡し役として欠かせない存在であり、日頃から顔の見える関係を

構築し、他部署の機関にも定例会への出席を依頼し、説明を受ける等、見守り体制の育成支援

に取り組みました。 

 

【基本施策①：地域包括ケア体制の充実の指標（数値目標）】 

ケアマネジメント支援に関するもの 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 見込み  
介護支援専門員研修会・

サービス事業所連絡会の

開催 

開催回数 11 8 11 10 11 10 
 

参加人数 320 327 320 325 320 350 

地域ケア会議に関するもの  

地域ケア推進会議の開催 開催回数 2 1 3 1 3 2 

 多職種による地域ケア会

議の開催 
開催回数 6 4 6 5 6 5 

 個別事例を検討する地域

ケア会議の開催 
開催回数 5 2 5 0 5 1 

 

基本施策②：支え合う仕組みづくりの推進 

●生活支援コーディネーターを中心に、新たな地域づくり・共助の仕組みづくりを、他市の取組

も参考として検討しました。 

●老人クラブ活動や健康長寿体操、各種講座など、多様な団体が実施する活動への参加の働きか

けについて、参加者募集チラシの配布に協力するなど周知啓発を行いました。 
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基本施策③：介護保険の適正な運営 

●介護サービスを利用したい場合に、事業者等を適切に選択することができるよう、パンフレ

ットやホームページ等で情報提供に努めました。 

●保険課や地域包括支援センターなど身近な窓口で、各種サービス利用に関する相談対応の充

実を図りました。 

●ケアマネジャーへの支援については、地域包括支援センターを中心にネットワーク化を図

り、定期的に連絡会を開催し研修の実施や、支援困難ケースの事例検討等を通じて資質の向

上を図り、適切なサービス提供を行いました。 

●阪神地域介護労働懇談会に参画し、介護人材の確保の方法について、近隣市やハローワーク

等と情報収集・情報交換を行いました。 

●川西市及びハローワークと協働し、介護就職フェアを開催し介護事業所の人材確保に取り組

みました。 

●要介護認定の適正化、ケアプランの点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費通知を

通じて、介護給付適正化に取り組みました。 

 

【基本施策③：介護保険の適正な運営の指標（数値目標）】 

介護給付適正化の推進 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

目標 実績 目標 実績 目標 見込み  

介護認定の委託訪問調査 
チェック 

件数 
730 514 760 460 800 500 

 ケアプラン点検 実施件数 30 13 35 12 40 20 

 医療情報突合・縦覧点検

での事業所への内容確認 
確認件数 65 77 70 83 75 30 

 住宅改修等の訪問等に 

よる点検 
実施件数 5 0 7 0 10 0 
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（２）介護保険事業の進捗状況 

➀ 被保険者数 

第１号被保険者数については、概ね計画値どおりに推移しています。 

 

  
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 

第１号 

被保険者

数 

前期高齢者 5,036 5,049 100.3% 4,834 4,859 100.5% 4,697 4,727 100.6% 

後期高齢者 4,403 4,403 100.0% 4,738 4,660 98.4% 5,036 4,921 97.7% 

合計 9,439 9,452 100.1% 9,572 9,519 99.4% 9,733 9,648 99.1% 

第２号被保険者数 10,602 10,613 100.1% 10,489 10,500 100.1% 10,320 10,378 100.6% 

被保険者総数 20,041 20,065 100.1% 20,061 20,019 99.8% 20,053 20,026 99.9% 

総人口 30,195 30,097 99.7% 29,848 29,606 99.2% 29,481 29,212 99.1% 

高齢化率 31.3% 31.4% - 32.1% 32.2% - 33.0％ 33.0％ - 

資料：実績値については住民基本台帳（各年９月末） 

 

➁ 要支援・要介護認定者数（第１号被保険者のみ） 

要支援・要介護認定者数（第１号被保険者のみ）について、令和３年度の認定者総数の実績値が

1,533 人、令和４年度の実績値が 1,533 人、令和５年度の実績値が 1,538人となっており、３カ年

連続で計画比としては減少していますが、認定者総数としては微増傾向にあります。 

要支援・要介護認定者全体からみると、要支援１の人数が増加していることから、軽度認定であ

る要支援者の割合が多くなっていますが、団塊の世代が後期高齢者に到達している状況から、今後

認定者数は大きく増加していく傾向にあると考えられます。 

 

  
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 

要支援者 

要支援１ 368 365 99.2% 386 371 96.1% 405 406 100.2% 

要支援２ 226 215 95.1% 239 206 86.2% 246 194 78.9% 

合計 594 580 97.6% 625 577 92.3% 651 600 92.2% 

要介護者 

要介護１ 285 286 100.4% 301 293 97.3% 312 305 97.8% 

要介護２ 211 230 109.0% 220 219 99.5% 226 207 91.6% 

要介護３ 174 166 95.4% 182 166 91.2% 188 149 79.3% 

要介護４ 173 164 94.8% 178 179 100.6% 185 168 90.8% 

要介護５ 114 107 93.9% 119 99 83.2% 125 109 87.2% 

合計 957 953 99.6% 1,000 956 95.6% 1,036 938 90.5% 

認定者 総数 1,551 1,533 98.8% 1,625 1,533 94.3% 1,687 1,538 91.2% 

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末） 
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③ 介護給付費 

介護給付費については、多くのサービスにおいて計画値を下回っています。 

居宅サービスでは、新型コロナウイルスの影響を受けて、特に訪問系のサービスについて利用控

えが発生しましたが、コロナ禍が明けても引き続き利用を再開していない被保険者が一定数おり、

実績が伸びず計画値と乖離が生じています。 

また、地域密着型サービスの認知症対応型通所介護については、事業所内の人員不足のため、サ

ービス提供を一時的に休止する状況が発生していることから、令和５年度は計画値に対して大幅に

実績値が低くなっています。 

施設サービスについては、３施設ともに、計画値より低い実績で推移しています。新型コロナウ

イルスの感染が拡大し、クラスターの発生等により施設への受入れが進まなかったことも影響して

います。なお、介護老人保健施設については、令和５年度においては計画値にほぼ近い数値へ回復

する見込みです。 

介護給付費の計画値と実績値 

（単位：千円） 

  
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

計画値 実績値 
計画

比 
計画値 実績値 

計画

比 
計画値 実績値 

計画

比 

居宅サービス               

  

訪問介護 164,680 148,934 90.4% 174,267 151,663 87.0% 186,681 159,800 85.6% 

訪問入浴介護 14,128 8,579 60.7% 14,915 4,536 30.4% 15,813 3,687 23.3% 

訪問看護 68,319 66,425 97.2% 69,920 68,342 97.7% 71,484 69,708 97.5% 

訪問リハビリテーシ

ョン 
4,507 4,175 92.6% 5,576 4,520 81.1% 5,947 4,509 75.8% 

居宅療養管理指導 27,103 25,090 92.6% 28,851 25,722 89.2% 30,524 28,105 92.1% 

通所介護 245,699 203,387 82.8% 253,264 176,160 69.6% 261,264 189,821 72.7% 

通所リハビリテーシ

ョン 
101,642 91,708 90.2% 103,723 103,380 99.7% 109,092 100,477 92.1% 

短期入所生活介護 52,478 52,590 100.2% 56,554 59,444 105.1% 60,887 66,115 108.6% 

短期入所療養介護 12,331 9,494 77.0% 13,843 7,405 53.5% 14,975 9,627 64.3% 

福祉用具貸与 55,366 55,347 100.0% 57,429 59,297 103.3% 59,309 60,978 102.8% 

特定福祉用具購入費 3,113 1,863 59.8% 3,353 2,447 73.0% 3,833 2,237 58.4% 

 住宅改修費 9,445 6,718 71.1% 10,586 6,647 62.8% 11,873 5,931 50.0% 

 
特定施設入居者生活

介護 
140,586 126,711 90.1% 146,276 111,904 76.5% 151,573 110,170 72.7% 
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（単位：千円） 

  
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

計画値 実績値 
計画

比 
計画値 実績値 

計画

比 
計画値 実績値 

計画

比 

地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 
5,865 3,596 61.3% 5,868 3,632 61.9% 5,868 4,112 70.1% 

地域密着型通所介護 24,650 16,192 65.7% 26,881 12,877 47.9% 28,484 13,402 47.1% 

 
認知症対応型通所介

護 
9,244 1,637 17.7% 9,249 2,321 25.1% 9,249 1,159 12.5% 

 
小規模多機能型居宅

介護 
41,659 29,583 71.0% 43,313 36,280 83.8% 44,780 38,667 86.3% 

 
認知症対応型共同生

活介護 
58,682 59,835 102.0% 58,714 60,507 103.1% 58,714 61,772 105.2% 

施設サービス    

 介護老人福祉施設 439,205 386,617 88.0% 439,449 390,254 88.8% 439,449 396,440 90.2% 

 介護老人保健施設 338,084 303,638 89.8% 338,271 296,165 87.6% 338,271 338,601 100.1% 

 介護医療院 83,957 74,657 88.9% 84,003 66,483 79.1% 84,003 80,167 95.4% 

居宅介護支援 94,084 89,524 95.2% 96,567 90,503 93.7% 100,421 90,418 90.0% 

合計（介護給付費） 1,994,827 1,766,299 88.5% 2,040,872 1,740,491 85.3% 2,092,194 1,835,903 87.6% 

※ 端数処理の関係上、内訳の合計値と一致しない場合があります。 
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④ 介護予防給付費 

介護予防給付費についても、多くの項目で計画値を下回っていますが、短期入所生活介護（ショ

ートステイ）については、令和４年度から大幅に利用が増え、実績値が計画値を上回っています。 

介護給付費と同様に、新型コロナウイルスの影響を受けて、サービスの利用を中止したまま再開

していない被保険者数が影響しています。 

 

介護予防給付費の計画値と実績値 

（単位：千円） 

  

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 

計画値 実績値 
計画

比 
計画値 実績値 

計画

比 
計画値 実績値 

計画

比 

介護予防サービス               

  

介護予防訪問入浴介護 604 0 0.0% 604 0 0.0% 604 0 0.0% 

介護予防訪問看護 16,409 11,884 72.4% 16,703 13,240 79.3% 17,358 12,545 72.3% 

介護予防訪問リハビリ

テーション 
2,091 1,417 67.8% 2,233 932 41.7% 2,539 731 28.8% 

介護予防居宅療養管理

指導 
5,078 2,673 52.6% 5,363 2,706 50.5% 5,605 2,928 52.2% 

介護予防通所リハビリ

テーション 
31,173 27,242 87.4% 32,239 30,308 94.0% 33,016 29,217 88.5% 

介護予防短期入所生活

介護 
1,594 846 53.1% 1,594 1,609 101.0% 1,594 3,290 206.4% 

介護予防短期入所療養

介護（老健） 
630 45 7.2% 630 80 12.8% 630 0 0.0% 

介護予防福祉用具貸与 16,486 13,208 80.1% 16,859 13,710 81.3% 17,233 15,278 88.7% 

特定介護予防福祉用具

購入費 
1,517 854 56.3% 1,788 503 28.2% 2,022 814 40.3% 

介護予防住宅改修 8,637 7,657 88.7% 9,364 6,384 68.2% 9,727 7,109 73.1% 

介護予防特定施設入居

者生活介護 
14,538 7,912 54.4% 15,307 7,735 50.5% 17,525 8,942 51.0% 

地域密着型介護予防サービス         

  

介護予防認知症対応型

通所介護 
2,243 254 11.3% 2,244 0 0.0% 2,244 0 0.0% 

介護予防小規模多機能

型居宅介護 
3,913 2,122 54.2% 4,521 4,478 99.0% 4,521 4,965 109.8% 

介護予防支援 13,492 11,721 86.9% 14,108 13,353 94.6% 14,662 13,837 94.4% 

合計（予防給付費） 118,405 87,836 74.2% 123,557 95,038 76.9% 129,280 99,656 77.1% 

※ 端数処理の関係上、内訳の合計値と一致しない場合があります。 
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⑤ 総給付費 

総給付費においても、各項目で計画値に対して低い数値で推移し乖離が大きくなっています。 

施設サービスについては、令和５年度は給付費が増え、計画値に近い数値となる見込みです。 

 

総給付費の計画値と実績値 

（単位：千円） 

  
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（見込み） 

計画値 実績値 
計画

比 
計画値 実績値 

計画

比 
計画値 実績値 

計画

比 

在宅サービス 1,038,180 894,766 86.2% 1,082,409 902,481 83.4% 1,131,939 939,497 83.0% 

居住系サービス 213,806 194,457 91.0% 220,297 180,147 81.8% 227,812 180,884 79.4% 

施設サービス 861,246 764,912 88.8% 861,723 752,902 87.4% 861,723 815,208 94.6% 

合計 2,113,232 1,854,135 87.7% 2,164,429 1,835,530 84.8% 2,221,474 1,935,559 87.1% 

※ 端数処理の関係上、内訳の合計値と一致しない場合があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１．基本理念 

前期計画は、団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年（令和７年）、更にはいわゆる団塊ジュニア

世代が 65 歳以上になる 2040 年（令和 22 年）を見据えて、医療・介護・介護予防・住まい及び生

活支援を包括的に確保する体制である地域包括ケアシステムを構築し、地域での高齢者の生活を支

えるための取組を実施してきました。 

本計画では、計画期間中に 2025 年（令和７年）を迎えることから地域包括ケアシステムの更な

る深化・推進が求められており、前期計画までの目標や取組を継承しつつ自立支援・重度化防止、

在宅医療・介護の連携、認知症の早期発見・早期支援体制の構築等の取組を強化していくことに加

え、介護人材の確保や介護現場の生産性向上に資する体制づくりといった取組にも注力することで、

地域共生社会の実現を推進する必要があります。 

そのため、本計画では、本町の高齢者を取り巻く現状と課題、上位計画である第六次猪名川町総

合計画におけるまちの将来像と第３次猪名川町地域福祉計画の基本理念を踏まえて、基本理念を以

下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第六次猪名川町総合計画におけるまちの将来像 ■ 

「“つながり”と“挑戦” 幸せと笑顔あふれるまち 猪名川」 
 

■ 第３次猪名川町地域福祉計画の基本理念 ■ 

「つながりで育む 地域づくりをめざして」 

 

 

 

  

住み慣れた地域で安心して 

暮らせるまちを目指して 
 

基 本 理 念 
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２．基本方針 

地域包括ケアシステムを深化・推進し、基本理念「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを

目指して」の実現に向けた施策を展開していくため、第８期計画の取組を継承することを基本と

し、新たに 2040年（令和 22年）の状況を見据えたサービス提供体制の整備に取り組むため、次

の４つの基本方針を設定します。 

 

 

高齢期を迎えても、誰もが健康で豊かに暮らしていけるよう、効果的な介護予防とともに、介

護予防の基礎となる健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を図ります。 

また、高齢者が健康的で充実した生活を送るためには、生きがいを持つことや社会参加が

必要です。そのため、生涯学習活動、交流、社会奉仕活動、就労支援などの活動を通じて社

会参加・生きがいづくりができるよう取組の充実を図ります。生きがいを持つことや社会参

加は、介護予防にも効果的であるとされていることから、高齢者のニーズや生活機能に応じ

た社会参加を支援できる体制の構築に取り組み、高齢者の活躍を促進します。 
 

 

 

高齢者が、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続していけるよう、認知症の早

期発見・早期支援、成年後見制度の利用促進、医療・介護の両方のニーズがある人への支援

など、一人ひとりの心身の状態や、置かれている状況に応じた支援の充実を図るとともに、

ひとり暮らし等の居宅要介護者の不安解消に資する定期巡回・随時対応型サービスの導入を

検討します。 

また、地区の実情に応じた移動手段の整備に取り組むとともに、災害時等の緊急時におい

ても安全が確保されるよう、防災対策や防犯対策、感染症対策を検討・推進します。 
 

 

 
 

団塊ジュニア世代が 65 歳に到達する 2040 年（令和 22 年）には、高齢者数の急増ととも

に、高齢者を支える生産年齢人口が急減している状況が予想されます。 

介護サービスを「受ける側」と「支える側」の適切なバランスを保ちながら、介護保険制

度を安定して運営する上で課題となっている介護人材の確保やサービス提供基盤の整備につ

いて取り組みます。 
 

 

 

地域包括ケアシステムの深化・推進の中核を担う地域包括支援センターは、地域における

包括的な相談に対応できるよう、相談支援機能の強化を図るとともに、関係機関とのネット

ワークの構築による迅速な支援につなげます。 

また、様々な支援において「受け手側」と「支え手側」に分かれるのではなく、地域住民

や地域の多様な主体がお互いに支え合う意識の醸成を図るため、地域における支え合い活動

やボランティア活動などを推進し、多様な主体による日常生活を支援する体制の整備・拡充

に取り組みます。 

さらに、地域包括ケアシステムの深化・推進を支える基盤として、介護保険制度の適正・

円滑な運営に努めます。  

基本方針２ 住み慣れた地域で安全・安心に暮らすための環境づくり 

基本方針１ いきいきと健康に暮らすための環境づくり 

基本方針４ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

基本方針３ 住み慣れた地域で暮らし続けるための体制整備 



 

47 

３．施策体系 

基本方針 施策の方向性 取組 

１． 

いきいきと健康
に暮らすための
環境づくり 

（１）健康づくりと介

護予防の充実 

①健康長寿のための健康づくりの推進 

②各種保健事業の充実 

③一般介護予防事業の充実 

④介護予防・生活支援サービス事業の充実 

（２）社会参加と生き

がいづくりの推進 

①生涯学習の推進 

②多様な活動の支援 

③多様な交流の場の支援 

④就労・就業等の支援 

２． 

住み慣れた地域
で安全・安心に
暮らすための環
境づくり 

（１）高齢者福祉サービ

スと介護者支援の充実 

①高齢者福祉サービスの充実 

②介護者への支援の充実 

（２）認知症とともに

暮らす地域の実現 

①認知症の予防・早期発見とスムーズに支援につなげる体制の充実 

②認知症の人と介護者に対する支援の充実 

③認知症の理解促進と地域で見守り支える環境づくり 

（３）在宅医療・介護

連携の充実 

①在宅療養支援体制の構築 

②多職種連携体制の充実 

③在宅医療についての知識の普及・啓発 

（４）権利擁護の推進 

①高齢者虐待防止の取組の推進 

②孤独死防止の取組の推進 

③権利擁護支援の周知・啓発 

（５）安全・安心な日

常生活の確保 

①多様な住まい方への支援 

②移動手段の整備 

③安全・安心を確保するための体制の整備 

３． 

住み慣れた地域
で暮らし続ける
ための体制整備 

（１）サービス提供体制の整備 ①介護サービスの提供基盤の整備 

（２）介護人材の確保

と生産性の向上 

①介護人材の確保 

②介護現場の生産性と質の向上の推進 

４． 

地域包括ケアシ
ステムの深化・
推進 

（１）地域包括ケア体

制の充実 

①地域包括支援センターの機能の強化 

②地域ケア会議の充実 

③地域における見守り体制の構築 

（２）支え合う仕組み

づくりの推進 

①地域住民による生活の支援 

②地域人材の発掘・育成 

（３）介護保険の適正な運営 ①介護給付適正化の推進 
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４．日常生活圏域の設定 

日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら日常生活を維持で

きるように地理的条件・人口・交通事情等の社会的条件、介護給付費等対象サービスを提供する

ための施設の整備状況等を総合的に勘案して定める区域として介護保険法に規定されています。 

国では、おおむね３０分以内に必要なサービスが提供される区域を１圏域としており、人数的な

目安として３万人程度が１圏域とされていることから、本町では、第８期計画と同様に町全体を１

つの日常生活圏域として設定します。 
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第４章 施策の展開 
 

基本方針１．いきいきと健康に暮らすための環境づくり 

（１）健康づくりと介護予防の充実 

①健康長寿のための健康づくりの推進 

高齢期を迎えても、心身ともに健康でいきいきと暮らしていくことができるよう、健康教育・健

康相談を通じて、生涯にわたって主体的かつ継続的に健康づくりができる環境整備に努めます。 

 

施 策 内 容 

集団健康教育の実

施 

●広報やホームページなどを通して、健康づくりに関する情報提供を行

います。 

●医師・保健師・栄養士等による健康教室を開催し、壮年期からの健康

づくりに努めます。 

●対面以外の教室の方法（ＩＣＴの活用等）について検討します。 

健康相談の実施 

●疾病の予防・早期発見、不安解消等を目的に、保健センターで保健師・

栄養士等による電話を含めた健康相談、月に１回の医師による健康相

談、２か月に１回の医師による精神保健相談を実施します。 

●地域行事やイベント、人が集まる場での健康相談の機会の充実を図り

ます。 

●健康・医療・介護・メンタルヘルスの相談を医師・看護師・保健師が

24 時間 365 日対応の電話相談「いながわ健康・医療相談ほっとライ

ン 24」を実施します。 

●チラシ・広報・ホームページ・保健センターからの郵送物(封筒に印

刷する等）等で「いながわ健康・医療相談ほっとライン 24」を含む健

康相談の周知啓発を行います。 
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②各種保健事業の充実 

高齢者一人ひとりがより一層自身の健康に関心を持ち、各種健（検）診受診につなげることがで

きるよう、受診勧奨の実施や実施体制の充実を図ります。 

施 策 内 容 

健診（特定健康診

査・健康診査）・特

定保健指導（特定

健康診査受診者の

み）の実施 

●多くの人が健診を受診するよう、対象年齢に配慮するとともに、様々

な機会を活用し、周知・啓発活動の充実を図ります。 

●健診が未受診で、かつ非医療者への受診勧奨に取り組みます。 

●健診結果に基づく保健指導を実施します。 

がん検診の実施 

●肺がん、胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がん検診を実施

し、生活習慣病やがんの早期発見に努めます。 

●がん検診の必要性の周知や受診勧奨、がん予防啓発に取り組みます。 

訪問指導の実施 

●生活習慣病で改善が必要な人、がん検診で要精密検査になった人を対

象に訪問指導を実施します。 

●事業の認知度を高めるため周知方法を検討します。 

歯科健診の実施 

●歯周病の予防と早期発見を図るため、歯科健診及び口腔衛生指導を実

施します。 

●健康福祉まつり等の機会を通じて受診勧奨に取り組みます。 

●歯科医師による歯科相談を実施します。 

●20 歳以上の人に毎年 1 回の無料歯科健診を実施し、受診率の向上を

めざすとともに、引き続き住民へのＰＲに努め、啓発を行います。 

骨粗しょう症検診

の実施 

●30歳以上の女性を対象に検診を実施します。 

●一度に多くの検診を受けることができるよう、集団検診において子宮

頸がん検診、乳がん検診と同日に実施します。 

●要精密検査になった人への支援の充実を図ります。 

肝炎ウイルス検診

の実施 

●集団検診、個別検診をはじめ、健康相談の際に肝炎ウイルス検診を実

施します。 

●肝炎ウイルスに対する正しい知識の普及と事業の周知を図ります。 

高齢者インフルエ

ンザ予防接種の実

施 

●町内の 65歳以上の希望者、60～64歳で心臓・腎臓もしくは呼吸器の

機能またはヒト免疫不全ウイルスによる機能障がいを有する人を対

象にインフルエンザの予防接種を実施します。 

●広報、ホームページ、健康づくり年間予定表、医療機関でのポスター

掲示等で実施に関するＰＲを行い、周知・啓発に努めます。 

高齢者肺炎球菌予

防接種の実施 

●定期対象年齢、満 60歳～64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能に

障がいを有する人（身体障がい者手帳１級または同程度の診断書を持

つ人）を対象に高齢者肺炎球菌の予防接種を実施します。 

●75歳以上の人（接種時）で心臓・腎臓・呼吸器・免疫等の機能に障が

いを有する人（身体障がい者手帳１級から４級を持つ人）を対象に接

種費用の一部を助成します。 

●対象者には個別通知をはじめ、広報、ホームページ、健康づくり年間

予定表等で事業の周知・啓発に努めます。 
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③一般介護予防事業の充実 

多様な通いの場づくり等を通じて、より多くの人が参加しやすい介護予防活動を展開します。そ

の際、より効果的な介護予防の展開に向け保健事業と介護予防の一体的な実施を推進し、関連デー

タを活用したＰＤＣＡサイクルに沿った取組を行います。 

施 策 内 容 

介護予防の普及・

啓発 

●食事や栄養に関する住民の関心を深めることによる健康寿命の延伸

を図り、管理栄養士による試食を含めた講習会を継続して実施しま

す。 

●介護予防教室や通いの場への出前講座を通じて、歯と口腔の健康、オ

ーラルフレイル等に対する正しい知識の普及に努めます。 

●引き続き、健康長寿体操等の普及・啓発に取り組むと共に、多人数と

の交流を望まない人などに向け自宅等でも気軽に実施できる、いきい

き百歳体操の普及に取り組みます。 

●高齢者の閉じこもりや生活不活発を予防し、健康を維持するために必

要な情報を、地域の実情や高齢者の特性に合わせて普及・啓発ができ

るよう情報伝達手段等を検討します。 

地域介護予防活動

の支援 

●互助の取組である健康長寿体操教室、脳の健康教室、ふれあい・いき

いきサロンの開設運営を支援し、高齢者が楽しみながら、気軽に取り

組める介護予防を推進します。 

●認知症カフェ、脳の健康教室を通じて、認知症世帯への支援、認知症

予防に取り組みます。 

●生活支援サポーターや脳の健康教室のサポーター養成を行い、地域介

護予防活動の担い手づくりを推進します。 

地域リハビリテー

ション活動の支援 

●地域における介護予防の取組を機能強化するために、地域ケア会議、

住民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促

進します。 

高齢者の保健事業

と介護予防の一体

的な実施 

●高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の枠組みを活用し、保

健師等の専門職が通いの場に関与することで、より効果的な介護予防

に繋がるよう取り組みます。 
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④介護予防・生活支援サービス事業の充実 

運動機能や認知機能等の低下を予防する取組を行うことで、要介護状態になることなく、いき

いきとした生活を維持することができるよう、介護予防・生活支援サービス事業を本町の実情に

応じて、効果的かつ効率的に実施します。 

 

 

 

 

  

施 策 内 容 

介護予防・生活支

援サービス事業の

推進 

●介護予防・日常生活支援総合事業における、現行相当サービス（訪問

型サービス、通所型サービス）を引き続き実施します。 

●現行相当以外のサービスについては、地域の現状などを踏まえつつ、

その実施を検討していきます。 

●総合事業の単価設定及び対象者の弾力化について、他の保険者の動向

を踏まえ、適切に対応します。 

介護予防ケアマネ

ジメントの充実 

●要支援状態の改善や要介護状態にならないための介護予防ケアプラ

ンを作成します。 

●地域包括支援センター職員及びケアマネジャーに対して、適切な介護

予防ケアプランの作成技術を習得することができるよう、研修を実施

します。 

●ケアマネジャーの負担軽減に繋がるよう、書類の簡素化等を検討しま

す。 
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（２）社会参加と生きがいづくりの推進 

①生涯学習の推進 

高齢者がいつまでも生きがいを持って暮らしていけるよう、生涯にわたっていきいきと学び、活

躍できる場や機会の確保に努めます。 

 

②多様な活動の支援 

高齢者の生活スタイルやニーズに応じて様々な活動に参加できるよう、環境の整備に努めます。 

施 策 内 容 

スポーツ・レクリ

エーション活動の

促進 

●高齢者が体力や健康状態に応じて、気軽にスポーツを楽しめるよう、

健康器具の利用促進を図ります。 

●老人クラブを対象に軽スポーツ講習やスポーツ大会の開催を推奨す

るとともに、周知・啓発に努めます。 

老人クラブへの支

援 

●老人クラブのＰＲと新規加入を促進するとともに、ライフスタイルの

多様化等を踏まえた活動内容の充実を図ります。 

●更なる事業の周知と会員数を増加させるための取組を検討するとと

もに、引き続き助成による支援を実施します。 

活動しやすい環境

の整備 

●公共施設を有効に活用できるよう、ホームページ等を活用した情報提

供・利用の円滑化に取り組みます。 

●また、インターネット環境以外での情報周知の方法も検討します。 

 

 

  

施 策 内 容 

生涯学習の機会・

場の充実 

●各種公民館講座や生涯学習カレッジ「リバグレス猪名川」、老人クラ

ブ会員を対象としたシニア大学を開催し、利用者のニーズに合わせた

学習機会の提供に努めます。 

●生涯学習活動を通じて、優れた知識や技能を有する人材を指導者とし

て発掘し、住民主体の学習活動の活性化を図るとともに、発掘した人

材の知識や技能を活かせる場の提供に努めます。 

●各種広報媒体を活用し、様々な生涯学習に関する情報の提供に努め、

より多くの高齢者の方に参加して頂けるような内容を検討します。 

●高齢者に配慮した蔵書の充実を図ります。 
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③多様な交流の場の支援 

身近な地域で気軽に集い、様々な人と交流することができる機会・場づくりに取り組みます。 

施 策 内 容 

多様な交流の 

場づくり 

●高齢者の多様な交流を支援するため、健康長寿体操や脳の健康教室、

ふれあい・いきいきサロン等を充実させ、交流の場づくりを強化する

とともに、新たな参加者獲得に向けた取組を検討します。 

●学校・園、子育て支援センター等において、高齢者と子どもなど、異

なる世代間で交流する機会づくりを進めます。 

総合福祉センター

（ゆうあいセンタ

ー）の充実 

●建築後、30 年を迎え館のリニューアルを行ない町内に不足するサー

ビス拠点として、施設の在り方を検討します。 

敬老事業の実施 
●町内の 70 歳以上の高齢者を対象にした敬老と健康長寿を祝うための

実施内容についてより良い方法を検討します。 

 

④就労・就業等の支援 

積極的な就業情報の発信や相談支援、働く機会の拡充に取り組み、高齢者の活躍を促進します。 

施 策 内 容 

シルバー人材セン

ター 

●補助金により財政基盤の強化を図ります。 

●「広報いながわ」・ホームページ、ＳＮＳ等を通じ、シルバー人材セ

ンターのＰＲ・センター事業の普及・啓発に努めます。 

●インターネット環境以外での情報周知の方法も検討します。 

積極的な情報提供

と相談支援の推進 

●「広報いながわ」・会報「シルバー猪名川」、ホームページやＳＮＳ等

を通じて求人情報等の提供を促進します。 

●就業支援の相談会を実施します。 

就労の機会づくり 

●高齢者等が、介護保険施設において、短期間・短時間で、体に負担の

少ない介護の周辺（補助的）業務に従事する「ひょうごケア・アシス

タント推進事業」の周知啓発を行います。 

●生活支援コーディネーターのマッチングを通して、高齢者の活躍の場

創出の検討を行います。 
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〈基本方針１．活動指標（目標）〉 

通いの場や介護予防に資する活動を行う 

団体数及び参加人数 

見込み 目標 

2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

2025年度 

(令和７年度) 

2026年度 

(令和８年度) 

通
い
の
場 

健康長寿体操教室 
団体数 20 20 21 22 

登録者数 355 360 370 380 

いきいき百歳体操 
団体数 2 7 12 17 

登録者数 15 55 95 135 

ふれあい・いきいきサロン 
団体数 17 18 19 20 

参加者数 200 220 230 240 

脳の健康教室 参加者数 100 120 120 120 

ゆうあいいきいき教室 
教室数 13 14 15 15 

参加者数 162 173 183 183 

通いの場に参加する高齢者の

割合 
％ 8.62 9.64 10.28 10.86 
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基本方針２．住み慣れた地域で安全・安心に暮らすための環境づくり 

（１）高齢者福祉サービスと介護者支援の充実 

①高齢者福祉サービスの充実 

介護・支援が必要な高齢者やその家族が安心して暮らせるよう、各種高齢者福祉サービスの充実

を図ります。 

施 策 内 容 

高齢者福祉サービ

スの充実 

●ひとり暮らし高齢者及び高齢夫婦世帯を対象に、栄養面の改善と安否

確認を兼ね昼食の配布を行う「ふれあい弁当サービス」を実施します。 

●ひとり暮らしの高齢者に、日常生活用具（電磁調理器、火災警報器、

自動消火器）の給付を行う「高齢者日常生活用具給付事業」を実施し

ます。 

●「高齢者日常生活用具給付事業」、社会福祉協議会による「ふれあい

弁当サービス」「軽度生活援助事業」等の高齢者福祉サービスの普及・

啓発を行い、必要な人が必要なサービスを利用できるよう支援しま

す。 

 

②介護者への支援の充実 

家族介護者が介護をしながら働き続けることができるよう、介護者の身体的・精神的な負担を軽

減するための支援に取り組みます。 

施 策 内 容 

介護者の負担・不

安軽減等に向けた

取組の推進 

●介護者が抱える介護、介護と仕事の両立に関する不安を軽減するよ

う、適切なサービスにつなげるための情報提供・相談支援の充実を図

ります。 

●在宅で高齢者を介護している家族に対して、家族介護手当の支給や介

護用品を支給することにより、家族の精神的及び経済的負担の軽減を

図りつつ、引き続き制度のＰＲ等を実施し普及に努めます。 

●認知症高齢者の自宅を訪問し、「なじみの関係」をつくることで高齢

者自身とその家族を支援するやすらぎ支援員について、周知を図り利

用促進に努めます。 

●認知症高齢者等を対象に、高齢者見守り登録の利用を促進し、見守り

体制の強化と行方不明の未然防止のための二次元バーコードシール

の配布、ＧＰＳ端末の貸与を行います。 

●介護者の身体的・精神的負担を軽減するために、より効果的な取組を

検討し、必要に応じて見直しを実施します。 

職場環境の改善に

関する普及・啓発 

●介護離職防止の観点から労働担当と連携して職場環境の改善に関す

る普及・啓発に取り組みます。 

●家族に介護が必要となっても、仕事を辞めずにすむよう、職場の理解

を求める等の意識啓発を支援します。 
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（２）認知症とともに暮らす地域の実現 

①認知症の予防・早期発見とスムーズに支援につなげる体制の充実 

令和元年６月に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」では、認知症の人や家族の視点を重視

しながら「共生」と「予防」を柱とした施策を推進しています。その観点から本町では、認知症予

防に関する知識・情報の周知啓発を図るとともに、脳の健康教室等の地域において高齢者が身近に

通える場の拡充に取り組みます。また、認知症初期集中支援チームをはじめとする支援機関の活動

を通じて、早期発見からスムーズに支援につなげます。 

施 策 内 容 

認知症予防の推進 

●認知症予防に関する知識・情報の周知啓発を図ります。 

●生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持等

が、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても進行を穏やかにするこ

とに資する可能性が示唆されていることから、脳の健康教室等の地域

において高齢者が身近に通える場の拡充に取り組みます。 

認知症初期集中支

援チームによる早

期対応 

●認知症初期集中支援チームの活動について、広く周知啓発します。 

●認知症初期集中支援チームと地域包括支援センター間相互の連携に

より、認知症の人やその家族への早期に支援に繋がるよう取り組みま

す。 

●認知症の早期発見・早期対応となるよう、認知症初期集中支援チーム

の運用を必要に応じて見直します。 

 

②認知症の人と介護者に対する支援の充実 

認知症になっても本人や家族が希望をもって安心して生活が送れるよう、医療と介護が連携した

支援体制を拡充していきます。 

施 策 内 容 

認知症地域支援推

進員の配置 

●認知症地域支援推進員を配置し、認知症施策や認知症に関する事業の

企画調整等を行います。 

●キャラバン・メイトや認知症サポーターの養成、認知症カフェの支援

等を通じて地域におけるネットワークづくりを促進します。 

専門職の認知症対

応力の向上 

●認知症の人への適切なケアの提供のため、研修等により医療従事者や

介護従事者等の認知症対応力向上を図ります。 

認知症ケアネット

（認知症ケアパ

ス）の運用 

●認知症ケアネット（認知症ケアパス）の運用により、認知症の進展に

合わせて医療・介護サービスを受けることができる体制整備を進めま

す。 

本人家族と専門職

の連携手法の検討 

●高齢者や家族、医療機関、介護事業者等の意見や情報を共有する「つ

ながりノート」の普及を図り、医療機関や介護事業者の連携を深め、

適切な支援を提供する体制の強化に努めます。 

●「つながりノート」の利用促進のほか、必要に応じてより効果的な相

互連携の手法を検討します。 
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施 策 内 容 

認知症に関する多

職種連携の促進 

●認知症初期集中支援チーム、地域包括支援センターが在宅医療・介護

連携支援センターとも連携し、認知症ケアに関わる多職種間で効果的

に連携できるよう取り組みます。 

認知症の人の状態に

対応した介護サービ

スの充実 

●認知症高齢者等の状態に応じた適切な介護サービスの利用を促進す

るとともに、町内のニーズに応じた認知症対応型サービスの確保に努

めます。 

 

③認知症の理解促進と地域で見守り支える環境づくり 

令和５年６月に成立した「認知症基本法」では、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮

らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することで、相互に人格と個性を尊

重しつつ支え合う共生社会の実現を推進するとしています。その観点から本町では、認知症に関す

る正しい理解を促進するとともに、認知症に関連する制度などの普及・啓発に取り組みます。また、

認知症高齢者とその家族を地域で支える体制の構築・強化を図ります。 

施 策 内 容 

認知症に関する 

啓発 

●認知症ケアネット（認知症ケアパス）の普及・活用の促進を通じて、

認知症の症状や相談窓口の周知を行います。 

●一般住民をはじめ、民生委員・児童委員等、地域において相談に携わ

る人等を対象に講演会や研修会等を開催します。 

●講演会や研修会等において、認知症の本人が自らの言葉で語る本人発

信の機会の充実を図ります。 

認知症サポーター

等の養成・活動支

援 

●学校や町内の企業を含めて幅広く認知症サポーター養成講座を開催

し、サポーターの増加を図ります。 

●講座の中では若年性認知症についても広く周知を図ります。 

●認知症サポーターやキャラバン・メイトが活躍できる仕組みを検討し

ます。 

「やすらぎ支援

員」の支援 

●認知症ケアに特化した有償ボランティア「やすらぎ支援員」の活動支

援を行うとともに、制度周知に取り組みます。 

居場所づくりの普

及・促進 

●地域の身近な場所で医療・保健・福祉の専門職に相談しながら地域住

民と交流できる認知症カフェの新規開設、運営を支援します。 

●在宅で介護されている家族に対して、介護者同士で悩みを相談したり

共有したりできる場所及び本人の居場所として「オレンジ Cafe」を開

催します。 

認知症高齢者の見

守り・行方不明事

案への対応 

●認知症による行方不明高齢者を地域の中で早期に発見できるよう、見

守り登録を活用し、事前に関係機関と情報共有を図ることで、高齢者

とその家族を支援するとともに、制度の更なる普及に努めます。 

●認知症高齢者が行方不明となった場合には「猪名川町高齢者ＳＯＳネ

ットワーク」を活用し、早期発見・保護ができるよう、関係機関が相

互に連絡調整を図ります。 

●行方不明事案が発生した場合には、町内の関係機関と情報を共有し、

早期発見・保護につなげます。 

●「猪名川町高齢者ＳＯＳネットワーク」がより実効性のある支援体制

となるよう、行方不明者発見・捜索訓練を実施し、連携体制の点検を

行います。 
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〈基本方針２．活動指標（目標）①〉 

認知症支援・普及・啓発 

見込み 目標 

2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

2025年度 

(令和７年度) 

2026年度 

(令和８年度) 

  

認知症サポーター 

養成講座 
養成人数 320 350 400 410 

キャラバン・メイト 登録者数 78 80 82 84 

認知症の早期発見・早期支援 

  
認知症初期集中 

支援チーム会議 
開催回数 6 6 6 6 

認知症高齢者やその家族の支援 

  認知症カフェの充実 
開催回数 35 45 48 52 

会場数 5 6 7 8 
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（３）在宅医療・介護連携の充実 

①在宅療養支援体制の構築 

川西市・猪名川町在宅医療・介護連携支援センターを中心に、在宅医療・介護連携推進事業を通

して、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進します。 

施 策 内 容 

地域の医療及び介護

サービス資源の把握 

●医療・介護資源の把握に努め、「介護・福祉施設マップ」や「介護保

険事業所一覧」により、情報発信を行います。 

在宅医療・介護連

携の拠点の充実 

●在宅医療や介護に関わる専門職の相談等に対応できるよう、川西市と

共同で運営している在宅医療・介護連携支援センターを中心に、切れ

目なく連絡やサービス等を提供できる体制づくりを進めます。 

●在宅医療・介護連携支援センターが実施主体となり、専門職を対象と

した勉強会を開くなど、専門職の知識向上、連携強化に努めます。 

 

②多職種連携体制の充実 

引き続き、医療と介護の連携を推進し、多職種による切れ目のない入退院支援や在宅療養支援体

制の構築を進めていきます。また、看取りや認知症への対応強化を図ります。 

施 策 内 容 

地域の医療及び介

護関係者による協

議会の実施 

●在宅医療・介護連携推進協議会において、入退院支援等の在宅医療・

介護連携の課題の抽出を行い、対応策の検討・実施した対応策の評価・

改善を行います。 

医療・介護関係者

等の情報共有の支

援 

●つながりノート連絡会を中心に、高齢者や家族、医療機関、介護事業

者等の意見や情報を共有する「つながりノート」の運用促進を進め、

看取りも見据えた本人・家族・医療・介護関係者の情報共有を支援し

ます。 

在宅医療と介護の

交流会の実施 

●在宅医療と介護の相互理解や連携強化を図るため、病院・診療所・歯

科診療所・介護サービス事業所等の関係機関が交流する研修会を開催

します。 

認知症に関する多

職種連携の促進 

●認知症初期集中支援チーム、地域包括支援センターの認知症地域支援

推進員が在宅医療・介護連携支援センターとも連携を取りながら、個

別の事例に対し、認知症ケアに関わる多職種間で効果的に連携できる

よう取り組みます。 

 

③在宅医療についての知識の普及・啓発 

在宅医療やアドバンス・ケア・プランニング、看取りについての理解を深めることができるよう、

知識の普及・啓発に取り組みます。 

施 策 内 容 

在宅療養に対する

理解の促進 

●在宅療養のイメージを持ち、理解を深めることができるよう、在宅医

療・介護サービスの必要性やアドバンス・ケア・プランニング、看取

りについての啓発を行います。 

●在宅医療と介護の相互理解や連携強化を図るため、医療と介護の多職

種が参加する意見交換会を開催し専門職間の相互理解も深まるよう

取り組みます。 

  



 

61 

〈基本方針２．活動指標（目標）②〉 

医療・介護関係の多職種の連携強化 

見込み 目標 

2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

2025年度 

(令和７年度) 

2026年度 

(令和８年度) 

  

在宅医療・介護連携推進協議会等の 

開催回数 
3 3 3 3 

医療・介護関係の多職種が参加する意見

交換会等の開催回数 
1 1 1 1 
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（４）権利擁護の推進 

①高齢者虐待防止の取組の推進 

高齢者虐待防止に関する周知啓発・相談・支援などの取組を推進します。 

施 策 内 容 

虐待防止に向けた

知識・理解の普及・

啓発 

●高齢者虐待やその防止に関する研修等を通して、知識・理解の普及・

啓発や相談・通報先の周知を行います。 

虐待防止に向けた

連携体制の強化 

●地域包括支援センターを中心に相談に応じるとともに、民生委員・児

童委員、福祉委員等との連携を密にし、虐待や暴力に関わる要援護者

の早期発見に努めます。 

●届出や通報に至らないケースについて民生委員と協力し、状況の把握

に努めます。 

●ケアマネジャー等の高齢者に関わる関係各所との連携強化を図りま

す。 

虐待に関する支援

体制の充実 

●高齢者自身からの届け出や住民等からの通報、民生委員・児童委員、

ケアマネジャーからの相談に対して継続的な支援を行います。 

 

②孤独死防止の取組の推進 

引き続き、見守りや安否確認を実施するとともに、関係機関・事業者と連携し、孤立するおそれ

のある人を把握し、支援につなげていくことで、孤独死の防止に努めます。 

施 策 内 容 

見守り・安否確認

の実施 

●民生委員・児童委員・福祉委員等による地域での見守り・安否確認を

促進します。 

●地域包括支援センター及び緊急通報システム等を利用した相談・支援

体制づくりの充実を図ります。 

●見守りの対象とはなっていないが、見守りが必要だと思われる人を把

握し、適切な対応に努めます。 

●ひとり暮らしの居宅要介護者の見守りを兼ねた定期巡回・随時対応型

サービスの導入を検討します。 

孤独死防止に向け

た関係機関の連携

強化 

●町役場や地域包括支援センター、郵便局との連携に加えて、地域の民

間事業者との連携についても検討し、連携体制の強化を図ります。 

●民生委員や緊急通報システムに加え、ふれあい収集等のサービスでも

安否確認を実施するなど、身寄りのない高齢者を地域全体で見守る体

制の確立に努めます。 

 

 

 

  



 

63 

③権利擁護支援の周知・啓発 

成年後見制度や日常生活自立支援事業といった権利擁護のための制度や事業の利用促進を行い、

高齢者の権利擁護を推進します。 

施 策 内 容 

成年後見制度・日

常生活支援事業の

普及・活用 

●日常生活自立支援事業や成年後見制度の周知を図るとともに、地域包

括支援センター等の関係機関との連携を進め、相互連絡体制を構築

し、必要な人に制度の利用が進むよう体制づくりに努めます。 

●成年後見制度の利用が必要となる親族に対して、利用の働きかけを行

う一方で、申立てを行える親族がいない場合には、町長申立てを検討

します。 

●月１回の成年後見相談日を設け、相談支援の強化をします。 

●町内法人による法人後見の導入について検討を進めるとともに、その

法人が中心となり、被成年後見人の身近な親族や地域の関係者、福祉・

医療・介護の関係者が被成年後見人を日頃から支援する体制の整備に

努めます。 

任意後見等の周

知・啓発 

●行政、専門職団体、関係機関、地域包括支援センター等の相談窓口等

において、任意後見契約のメリット等を広く周知するなど、任意後見

等を含めた高齢者の権利擁護の観点から、相談等の対応が必要な場合

の取組を進めます。 

 

  



 

64 

（５）安全・安心な日常生活の確保 

①多様な住まい方への支援 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、高齢者向けの住まい・住替えに関する

情報提供や高齢者に配慮した安全で安心な住環境等の確保・充実に取り組みます。 

施 策 内 容 

人生いきいき住宅

助成事業 

●住み慣れた住宅のバリアフリー化に要する経費を助成し、要介護認定

者や要支援者が住みやすい住宅づくりを支援します。 

高齢者向けの住ま

いや住替えに関す

る情報提供等の支

援 

●サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、有料老人ホームについて、

それぞれ必要とする人が、必要な施設を利用するための支援に取り組

むとともに、兵庫県と連携して適切に情報提供を行います。 

住まい・施設の整

備 

●バリアフリー新法や「兵庫県福祉のまちづくり条例」に基づき、公共

施設や病院、交通施設等の公益施設等の新設時及び改良時に合わせ

て、バリアフリー化を推進・指導するとともに、条例の周知に努めま

す。 

 

②移動手段の整備 

交通部門と連携し町・地区の実情に応じた交通手段の充実を図り、移動支援のサービスの提供な

ど、高齢者の外出支援を進めます。 

施 策 内 容 

高齢者の外出支援 

●猪名川町地域公共交通計画に基づき持続可能な公共交通体系の構築

を行ない、高齢者を含めた誰もが利用しやすい交通環境の形成に向け

て取り組みます。 

●身体的理由等で外出の困難な高齢者への移動支援のサービスの提供

など、移動が困難な人が外出しやすい環境づくりを推進します。 
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③安全・安心を確保するための体制の整備 

近年多発する災害や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、地域防災計画や新型インフルエ

ンザ等対策行動計画との調整を図りながら、地区の実情に応じた緊急時・災害時・感染症発生時の

支援体制の構築・拡充を進めていきます。 

施 策 内 容 

避難行動要支援者

支援体制の構築・

拡充 

●避難行動要支援者に災害時の効果的な支援を行うため、庁内での情報

共有、連携体制の構築を図りつつ、関係機関との連携強化に努めます。 

●制度のさらなる周知を進めるとともに、個人情報の取り扱いに配慮し

つつ、避難行動要支援者の情報を名簿として整備し、名簿の適正運用・

適正管理に取り組みます。 

●地域支援団体の立ち上げや組織運営の支援に取り組み、共助の支援が

必要な避難行動要支援者の個別支援計画の作成支援に努めます。 

●地域の防災訓練実施の際に、避難行動要支援者が参加できるような実

施方法を検討します。 

●福祉避難所を整備し、介護予防・フレイル防止に配慮した避難所の環

境整備を検討します。 

災害時・救急時対

策の充実 

●緊急通報システムの設置について普及活動に取り組むとともに、制度

の見直しにも取り組みます。 

●災害が予測される場合には、防災情報配信サービスや緊急通報システ

ム等を活用し、注意喚起を行います。 

●救急搬送を迅速に行うことを目的に、救急医療キット（安心キットい

なぼう）を配布します。 

交通安全対策の充実 
●交通安全教室や街頭啓発、高齢者を対象とした講習会の充実等に取り

組みます。 

防犯・消費者被害

対策の充実 

●防犯教室活動や青色回転灯パトロール等に取り組みます。 

●高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するために、電話機等の特殊詐欺

等被害防止対策機器の購入費用を補助します。 

●関係機関と連携し、多種多様化する消費者被害の実態やその防止方法

等の啓発に取り組むとともに、相談体制の充実を図り、被害者救済の

ための支援を行います。 

災害及び感染症に

係る体制の整備 

●近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ

て、介護事業所等と連携し防災や感染症対策についての周知啓発、研

修、訓練を実施するとともに、様々なケースを想定し対応できるよう

努めます。 

●介護事業所等で策定している災害に関する具体的計画を定期的に確

認するとともに、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確

認を促します。 

●介護事業所等における感染症発生時に代替サービスの確保に向けた

連携体制の構築促進、サービスを継続するための準備等の支援を行い

ます。 

●猪名川町地域防災計画や新型インフルエンザ等対策行動計画との整

合を図りながら、兵庫県や協力医療機関等と連携した支援体制の整備

を検討します。 
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基本方針３．住み慣れた地域で暮らし続けるための体制整備 

（１）サービス提供体制の整備 

①介護サービスの提供基盤の整備 

高齢者が安心して在宅生活を継続していくために、高齢者自身や家族介護者の状況に応じて、必

要な介護サービスを提供できるよう、地域特性に応じた介護サービスの提供基盤の整備に努めます。 

また、在宅療養支援が必要な高齢者のために、訪問リハビリテーション等のサービスを活用しな

がら在宅生活が継続できる体制を整備することで、在宅療養生活支援の充実を図ります。 

施 策 内 容 

介護サービスの 

提供基盤の整備 

●身近な地域で地域特性に応じた多様で柔軟な介護サービスを提供す

る地域密着型サービスについて、地域のニーズに合わせて参入を促し

ます。また、居宅サービスについては、適切なサービスを提供できる

環境の整備に努めます。 

●中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、

施設・サービス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討

し、地域の実情に応じて介護サービス基盤の計画的な確保に努めま

す。 

●ひとり暮らし等の居宅要介護者の在宅生活を支えるために、定期巡回

型・随時対応型のサービス導入に取り組みます。 

 

（２）介護人材の確保と生産性の向上 

①介護人材の確保 

支援を必要とする高齢者を支えるため、介護サービスを提供する介護人材の確保に努めます。 

施 策 内 容 

介護人材の養成・

確保 

●計画の推進にあたって必要となる専門職については、必要数を確保で

きるよう、その育成と確保に努めます。 

●ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づくりに向けた取組を推

進します。 

●地域包括支援センターを中心にケアマネジャーのネットワーク化を

図り、定期的に連絡会を開催し研修の実施や、支援困難ケースの事例

検討等を通じて資質の向上を図り、適切なサービス提供の確保をめざ

します。 

●介護事業所を対象とした連絡会を開催し、サービス提供に資する研修

や制度改正の説明等を行います。 

●兵庫県の「ひょうごケア・アシスタント推進事業」や「介護人材確保・

定着支援事業」、外国人介護人材に関連する事業等の周知を行います。 
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②介護現場の生産性と質の向上の推進 

介護現場における生産性と介護サービスの質の向上に資する取組を実施し、高齢者支援の促進を

図ります。 

施 策 内 容 

介護現場の業務効

率化に関する関係

機関事業の周知 

●介護現場の革新について、兵庫県が実施する介護現場における生産性

向上支援事業（ロボットやＩＣＴの活用等）等の周知を行います。 

●兵庫県福祉人材センターにおける人材確保、介護現場のイメージアッ

プに関する事業等の周知を行います。 

●介護現場の生産性向上に資する様々な支援・施策に総合的に取り組み

ます。 

●町内介護事業者の人材確保に資するよう就職相談会を実施します。 

介護分野の文書に

係る負担軽減 

●介護分野の文書に係る事業所の負担軽減を図るため、手続きの簡素化

や文書負担軽減を検討します。 

介護サービス等の

利用支援の充実 

●利用者が介護サービス事業者等を適切に選択することができるよう、

「介護サービス情報公表システム」の周知に努めます。 

●ふれあい収集や見守り等の生活支援サービスについて、町ホームペー

ジにおいて適切に情報を公表します。 

●福祉担当職員やケアマネジャー、サービス提供事業所などにおける、

各種サービス利用に関する相談対応の充実を図り、サービスを受けや

すい仕組みづくりを行います。 

介護サービス事業

者等への指導・監

査の推進 

●介護サービス事業者や住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢

者向け住宅事業者に対して、兵庫県と連携しながら指導、助言を行い

ます。 

●地域密着型サービス事業所等については、適切なサービス提供が行わ

れるよう、指導・監査を実施します。 

介護相談員派遣事

業の実施 

●介護保険事業所を訪問し、サービスを利用する人や及びその家族から

介護サービスに関する疑問や不満等を聴き、サービスを提供している

施設等との橋渡しや、利用する人等が自ら思いを伝えられるよう支援

する介護相談員を派遣します。 

 

〈基本方針３．活動指標（目標）〉 

介護人材の確保・介護現場の質の向上 

見込み 目標 

2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

2025年度 

(令和７年度) 

2026年度 

(令和８年度) 

  就職フェアの参加事業所数 事業所数 4 4 5 5 

 
介護支援専門員連絡会の 

開催回数 
開催回数 3 4 4 4 

 
介護保険サービス事業所 

連絡会の開催回数 
開催回数 7 6 6 6 
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基本方針４．地域包括ケアシステムの深化・推進 

（１）地域包括ケア体制の充実 

①地域包括支援センターの機能の強化 

地域包括支援センターについて、相談支援体制の充実や運営体制の整備などを通じて機能強化を

図ります。 

施 策 内 容 

地域包括支援セン

ターの体制整備 

●地域包括支援センターは、高齢者のみならず属性や世代を問わない包

括的な相談にも対応できるよう、相談支援機能の強化を図るととも

に、関係機関とのネットワークの構築による迅速な支援につなげま

す。 

●地域包括支援センターは居宅介護支援事業所や介護施設等と連携し、

地域における相談支援の機能を強化します。 

●高齢者虐待の予防や対応、認知症への対応等、より専門性が求められ

る業務に的確に対応していくため、体制強化と職員の資質向上を図り

ます。 

●地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図ると

ともに、業務量に応じた人員配置を進めます。 

●効果的な運営を継続するために、ＰＤＣＡを活用した評価を取り入

れ、継続的な評価・点検の取組を進めます。 

●高齢者に対するきめ細やかな対応を行うための機能強化として２箇

所体制で運営することとなった地域包括支援センター間の相互の連

携強化に努めます。 

 

②地域ケア会議の充実 

地域ケア会議を開催し、個別事例の課題を蓄積する中で、共通する地域課題を顕在化させ、課題

解決に向けた取組・政策形成につなげます。 

施 策 内 容 

地域ケア会議の実

施 

●介護サービス提供事業者、地域包括支援センター職員、町職員等関連

機関との連携により、高齢者及びその家族等に対して個別に支援する

方法等を検討します。 

●リハビリテーション専門職・管理栄養士・薬剤師等を関与させた自立

支援型のケア会議の充実に努めます。 

地域づくり・ 

資源開発の検討 

●高齢者福祉等に係る住民代表等を構成員として地域課題を話し合う

地域ケア推進会議を開催し、地域資源の開発、政策形成に結び付けま

す。 

●把握した地域課題に対して、解決のための介護保険以外のサービスや

地域の見守り等、必要なサービスを地域で創出できるよう支援しま

す。 
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③地域における見守り体制の構築 

何らかの支援を必要とする人が地域で潜在化・孤立しないよう、地域での声かけや見守りの体制

を構築するとともに、地域での気づきを適切な支援につなぐことのできるネットワークづくりに取

り組みます。 

施 策 内 容 

地域における見守

り活動を担う組織

の育成・支援 

●民生委員・児童委員、福祉委員をはじめ、サービス提供事業者、ボラ

ンティア等、多様な主体の育成・支援に取り組みます。 

活動主体の連携の

促進 

●自治会、民生委員・児童委員、福祉委員等が把握した支援が必要な人・

世帯を、必要な支援につなげていくことができるよう、地域の担い手

と専門機関・専門職等の連携を促進します。 

 

 

〈基本方針４．活動指標（目標）①〉 

 

  

地域ケア会議に関するもの 

見込み 目標 

2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

2025年度 

(令和７年度) 

2026年度 

(令和８年度) 

  地域ケア推進会議の開催 開催回数 2 2 2 2  

  

多職種による地域ケア会議の 

開催 
開催回数 6 6 6 6 

個別事例を検討する地域ケア 

会議の開催 
開催回数 2 4 4 4 
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（２）支え合う仕組みづくりの推進 

①地域住民による生活の支援 

生活支援コーディネーターによる活動や新しい共助の仕組みづくりを通して、ちょっとした日常

生活の困り事に対して必要な支援・サービスを提供できる体制を整備・拡充していきます。 

施 策 内 容 

生活支援体制の整

備 

●生活支援コーディネーターが中心となって、関係者のネットワーク化

と地域の資源や課題の検討に取り組むとともに、新規の参加者を増や

す取組を検討します。 

高齢者の積極的な

参加の促進 

●元気な高齢者が、支援の必要な高齢者を支える生活支援の担い手とな

るよう働きかけます。 

●支えあいについての意向調査を実施するなど、具体的な担い手づくり

に繋がるよう取り組みます。併せて、外出機会が減っている高齢者の

社会参加に繋がるよう進めてまいります。 

新しい互助の仕組

みづくりの検討・

導入 

●団塊の世代をはじめとする多くの人々が地域社会で役割をもち、互い

に生活を支え合うことができるよう、意向調査等を実施し、地域の意

向も確認しながら新しい互助の仕組みづくりを検討します。 

 

②地域人材の発掘・育成 

住民主体の地域における支え合い活動が展開しやすい環境整備、後方支援などに取り組み、助け

合い・支え合える地域づくりを進め、高齢者の活躍を促進します。 

施 策 内 容 

生活支援コーディ

ネーターの活動支

援 

●介護予防・生活支援サービスの提供体制の充実に向けて、生活支援コ

ーディネーターの活動支援に取り組みます。 

生活支援の担い手

の確保 

●生活支援コーディネーターの活動を効果的なものとするため、生活支

援の担い手となる人材の確保に取り組みます。 

●生活支援の担い手を養成した後の活躍の場の創出について引き続き

検討します。 
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（３）介護保険の適正な運営 

①介護給付適正化の推進 

介護保険制度の持続可能性を確保するため、適切な介護認定の実施とともに、介護給付の適正

化に取り組みます。 

施 策 内 容 

①
介
護
給
付
適
正
化
の
推
進 

要介護認定の

適正化 

●要介護認定を遅滞なく適正に実施する為に必要な体制を計画的に整

備します。 

●認定調査員、認定審査会委員に対する研修を通じて、認定審査の平準

化を図り、適切な認定審査に努めます。 

ケアプラン

点検 

●居宅介護支援事業所等においてケアプランが利用者にとって適正で

あるかの点検を実施するとともに、国保連合会との連携により、縦覧

点検・医療情報との突合等、給付費の適正化に努めます。 

●住宅改修及び福祉用具購入・貸与の適正実施について、必要に応じて

現地調査を実施します。 

縦覧点検・医

療情報との

突合 

●国保連合会が提供する帳票等に基づき点検を実施し、必要に応じて事

業所に対して過誤申立等の指導を行います。 

 

 

〈基本方針４．活動指標（目標）②〉 

介護給付適正化の推進 

見込み 目標 

2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

2025年度 

(令和７年度) 

2026年度 

(令和８年度) 

  

要介護認定の適正化 チェック件数 500 520 540 560 

ケアプラン点検 

（住宅改修の点検・福祉用

具購入・貸与調査を含む） 

実施件数 10 15 20 25 

医療情報突合・縦覧点検 確認件数 50 55 60 65 
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第５章 介護保険サービスの事業量と保険料の見込み 

１．介護サービス見込量算定の手順 

介護サービスの見込量の算定やそれに基づく保険料の推計にあたっては、国の地域包括ケア「見

える化システム」を基に行います。その手順は以下の通りです。 

 

 

【介護保険料の算定の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第８期計画の被保険者数、認定者数、サービス利用者数、給付費などの実績 

総人口・被保険者数・要支援・要介護認定者数の推計 

居宅（介護予防）サービス、地域密着型（介護予防）サービス、 

施設サービス利用者数の推計 

介護保険サービス事業量の推計 

総給付費の推計 

第１号被保険者の保険料額の算定 
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２．介護保険事業対象者等の推計 

（１）人口推計 

今後の本町の総人口を推計すると、本計画期間の最終年度の令和８年度には、総人口は 27,607

人、65歳以上人口が 9,740 人（高齢化率 35.3％）、75歳以上人口が 5,422人（後期高齢化率 19.6％）

になると見込まれます。 

 

【総人口及び各年齢階層人口の推計】 

 

 

【総人口及び各年齢階層人口の推計（構成比）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：実績値については住民基本台帳（９月末現在）、推計値は実績値をもとに推計  
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（２）要介護者等認定者数の推計 

今後の要介護等認定者数（第１号被保険者のみ）を推計すると、令和６年度以降 65 歳以上人

口が増加することに伴い、要介護等認定者数は年々増加し、本計画期間の最終年度の 2026 年度

（令和８年度）には、1,672 人になると見込まれます。 

 

【要介護等認定者数の推計】 

 
資料：実績値は介護保険事業状況報告（９月末現在）、推計値は見える化システムからの推計値 
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３．サービス事業量の見込み 

（１）介護保険サービス基盤の整備の見込み 

本町では、高齢者が住み慣れた地域で出来るだけ長く暮らすためにサービスの提供基盤の整備を

進めるという国の方針を受け、介護保険サービスの整備を進めてきました。 

第９期の介護保険事業計画においては、介護保険事業の状況分析や在宅介護実態調査結果等を踏

まえ、原則として下記の定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスについて新たな整備を行い

ます。 

しかしながら、将来的な町内の介護保険サービスの需要増加に備えておく必要があることから、

事業者から申し出があった場合は、他のサービスについても基盤整備を検討するものとします。 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（整備の見込みあり） 

夜間の定期的な短時間の巡回訪問と、随時通報による訪問により介護を行うサービスです。高齢

者が地域で安心して生活するために、在宅サービスの強化を目的として令和７年度以降に新たに 1

箇所整備する予定です。 

 

【サービスの見込み量】 

項目 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護 

人／年 48  96  144  288  300  

※ 見える化システムからの推計値。 

 

（２）地域密着型サービスの見込み量と整備数（整備の見込みなし） 

① 夜間対応型訪問介護 

夜間の定期的な巡回訪問と、随時通報による訪問により介護を行うサービスです。 

第８期中には利用がなく、本計画期間中も整備は見込んでいません。 

 

② 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供する通所介護サービスです。町内では 1箇所整

備しています。 

 

【サービスの見込み量】 

項目 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

認知症対応型通所介護 
回／年 406  586  646  587  846  

人／年 36  60  72  72  84  

介護予防認知症対応型通所
介護 

回／年 0  0  0  60  60  

人／年 0  0  0  12  12  

※ 見える化システムからの推計値。  
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③ 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

サービス拠点への「通い」を中心とし、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴、排泄、食事

等の介護、その他の日常生活を送る上で必要となるサービスなどや機能訓練を行うものです。現在

1箇所整備しており、本計画期間中に新たな整備予定はありません。 

 

【サービスの見込み量】 

項目 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

小規模多機能型居宅介護 人／年 180  192  192  216  276  

介護予防小規模多機能型 
居宅介護 

人／年 108  108  108  120  180  

※ 見える化システムからの推計値。 

 

④ 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の高齢者に、共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上

のお世話及び機能訓練を行うサービスです。現在 1箇所整備しており、本計画期間中に新たな整備

予定はありません。 

 

【サービスの見込み量】 

項目 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

認知症対応型共同生活介護 人／年 216  216  216  324  492  

介護予防認知症対応型共同
生活介護 

人／年 0  0  0  0  0  

※ 見える化システムからの推計値。 

 

【整備数】 

項目 

第９期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

サービス提供事業者数 
（定員） 

か所
（床） １（18） １（18） １（18） 
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⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員 29 人以下の小規模な特定施設入居者生活介護施設です。第８期中には利用がなく、本計画

期間中も整備は見込んでいません。 

 

⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設です。第８期中には利用がなく、本計画期間中も整

備は見込んでいません。 

 

⑦ 看護小規模多機能型居宅介護 

訪問看護と小規模多機能型居宅介護事業所等、２種類以上のサービスを組み合わせ、一体的に提

供するサービスです。第８期中には利用がなく、本計画期間中も整備は見込んでいません。 

 

⑧ 地域密着型通所介護 

定員 18 人以下の小規模な通所介護施設で、住んでいる地域にあわせた通所介護を行います。町

内では 1箇所整備しています。 

 

【サービスの見込み量】 

項目 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

地域密着型通所介護 
回／年 2,105  2,198  2,134  2,316  2,746  

人／年 180  192  192  216  252  

※ 見える化システムからの推計値。 
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（３）施設サービスの見込み量と整備数（整備の見込みなし） 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

入所者に、施設サービス計画（施設が提供するサービスの内容、担当者等を定めた計画）に基づ

いて、介護等の日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理を行うサービスです。 

 

【サービスの見込み量】 

項目 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

介護老人福祉施設 人／年 1,500  1,536  1,560  1,704  2,172  

※ 見える化システムからの推計値。 

 

【整備数】（町内） 

項目 

第９期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

サービス提供事業者数 
（定員） 

か所
（床） １（70） １（70） １（70） 

 

② 介護老人保健施設 

入所者に施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他

必要な医療ならびに日常生活上のお世話を行うサービスです。 

 

【サービスの見込み量】 

項目 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

介護老人保健施設 人／年 1,260  1,296  1,320  1,560  1,884  

※ 見える化システムからの推計値。 

 

【整備数】（町内） 

項目 

第９期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

サービス提供事業者数 
（定員） 

か所
（床） ３（211） ３（211） ３（211） 
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③ 介護医療院 

入所者に施設サービス計画に基づいて、日常的な医療管理を行うとともに長期に療養生活を送る

にふさわしい環境を包括したサービスです。 

 

【サービスの見込み量】 

項目 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

介護医療院 人／年 240  264  276  288  348  

※ 見える化システムからの推計値。 

 

【整備数】（町内） 

項目 

第９期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

サービス提供事業者数 
（定員） 

か所
（床） １（96） １（96） １（96） 
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（４）介護保険サービス事業量の見込み 

【介護保険サービス事業量の見込み】 

種類 
第９期 第 11期 第 14期 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 

給付費（千円） 183,539  192,518  198,442  209,596  265,584  

回数（回） 5,334  5,587  5,760  6,080  7,711  

人数（人） 187  196  203  214  268  

訪問入浴介護 

給付費（千円） 4,112  3,575  3,575  3,273  2,731  

回数（回） 26  22  22  21  17  

人数（人） 8  7  7  6  5  

訪問看護 

給付費（千円） 84,439  86,534  89,128  98,327  123,958  

回数（回） 1,459  1,492  1,535  1,694  2,134  

人数（人） 151  154  159  176  221  

訪問リハビリテー

ション 

給付費（千円） 13,477  15,623  16,483  19,702  19,702  

回数（回） 344  399  419  503  503  

人数（人） 10  12  14  15  15  

居宅療養管理指導 
給付費（千円） 30,100  31,392  32,473  35,974  45,506  

人数（人） 224  233  241  267  337  

通所介護 

給付費（千円） 219,010  225,221  226,807  243,627  305,819  

回数（回） 2,461  2,528  2,547  2,751  3,434  

人数（人） 263  270  272  293  366  

通所リハビリテー

ション 

給付費（千円） 118,867  123,075  128,844  135,123  171,494  

回数（回） 1,117  1,158  1,208  1,280  1,609  

人数（人） 137  142  148  157  197  

短期入所生活介護 

給付費（千円） 72,434  76,879  81,566  84,556  102,368  

回数（日） 665  706  750  780  942  

人数（人） 60  64  68  71  86  

短期入所療養介護 

（老健） 

給付費（千円） 14,912  16,188  18,953  20,462  22,165  

回数（日） 103  113  131  140  152  

人数（人） 10  11  13  14  15  

短期入所療養介護 

（病院等） 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（日） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

短期入所療養介護 

(介護医療院) 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（日） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

福祉用具貸与 
給付費（千円） 67,347  70,084  72,490  77,294  98,202  

人数（人） 378  392  404  438  550  

特定福祉用具購入

費 

給付費（千円） 3,192  3,461  4,067  4,447  5,047  

人数（人） 9  10  11  12  13  

住宅改修費 
給付費（千円） 7,687  9,532  10,377  10,377  10,134  

人数（人） 7  8  9  9  9  

特定施設入居者生

活介護 

給付費（千円） 104,297  114,095  116,686  129,808  159,868  

人数（人） 42  46  47  52  64  

※ 見える化システムからの推計値。給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。 

※ 端数処理の関係上、各事業の計は一致しない場合があります。  
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種類 
第９期 第 11期 第 14期 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 

給付費（千円） 6,707  15,518  24,853  46,615  48,532  

人数（人） 4  8  12  24  25  

夜間対応型訪問介護 
給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

地域密着型通所介護 

給付費（千円） 17,934  18,686  17,778  18,192  21,857  

回数（回） 175  183  178  193  229  

人数（人） 15  16  16  18  21  

認知症対応型通所介護 

給付費（千円） 2,306  3,396  3,767  3,501  4,943  

回数（回） 34  49  54  49  71  

人数（人） 3  5  6  6  7  

小規模多機能型居宅介

護 

給付費（千円） 40,123  41,734  41,734  46,873  60,684  

人数（人） 15  16  16  18  23  

認知症対応型共同生活

介護 

給付費（千円） 59,560  59,636  59,636  89,026  134,471  

人数（人） 18  18  18  27  41  

地域密着型特定施設入

居者生活介護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

看護小規模多機能型居

宅介護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 
給付費（千円） 414,186  424,414  431,354  471,080  601,723  

人数（人） 125  128  130  142  181  

介護老人保健施設 
給付費（千円） 389,413  400,820  406,964  484,096  584,621  

人数（人） 105  108  110  130  157  

介護医療院 
給付費（千円） 87,079  95,924  100,265  104,714  126,416  

人数（人） 20  22  23  24  29  

居宅介護支援 
給付費（千円） 97,318  101,333  103,818  117,093  146,504  

人数（人） 530  550  563  637  795  

合計 給付費（千円） 2,038,039  2,129,638  2,190,060  2,453,756  3,062,329  

※ 見える化システムからの推計値。給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。 

※ 端数処理の関係上、各事業の計は一致しない場合があります。 
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（５）介護予防サービス事業量の見込み 

【介護予防サービス事業量の見込み】 

種類 
第９期 第 11期 第 14期 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防訪問入浴介護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防訪問看護 

給付費（千円） 14,041  14,639  14,994  16,381  18,960  

回数（回） 283  295  302  330  382  

人数（人） 48  50  51  56  64  

介護予防訪問リハビリ

テーション 

給付費（千円） 1,036  1,231  1,424  1,424  1,231  

回数（回） 31  36  42  42  36  

人数（人） 5  6  7  7  6  

介護予防居宅療養管理

指導 

給付費（千円） 3,855  4,069  4,383  4,486  5,008  

人数（人） 37  39  42  43  48  

介護予防通所リハビリ

テーション 

給付費（千円） 29,219  30,080  31,493  35,908  41,087  

人数（人） 73  75  79  90  102  

介護予防短期入所生活

介護 

給付費（千円） 3,414  4,207  4,207  5,785  4,207  

回数（日） 41  50  50  68  50  

人数（人） 5  6  6  8  6  

介護予防短期入所療養

介護（老健） 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（日） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防短期入所療養

介護（病院等） 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（日） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防短期入所療養

介護(介護医療院) 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（日） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 
給付費（千円） 16,114  16,810  17,347  20,192  23,056  

人数（人） 182  190  196  228  259  

特定介護予防福祉用具

購入費 

給付費（千円） 1,193  1,193  1,531  1,193  1,193  

人数（人） 4  4  5  4  4  

介護予防住宅改修 
給付費（千円） 9,965  9,965  11,727  12,897  15,237  

人数（人） 7  7  8  9  11  

介護予防特定施設入居

者生活介護 

給付費（千円） 15,212  15,231  15,231  17,200  19,169  

人数（人） 16  16  16  18  20  

地
域
密
着
型 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

介護予防認知症対応型

通所介護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

回数（回） 0  0  0  5  5  

人数（人） 0  0  0  1  1  

介護予防小規模多機能

型居宅介護 

給付費（千円） 8,853  8,864  8,864  9,695  14,681  

人数（人） 9  9  9  10  15  

介護予防認知症対応型

共同生活介護 

給付費（千円） 0  0  0  0  0  

人数（人） 0  0  0  0  0  

介護予防支援 
給付費（千円） 15,034  15,685  17,416  17,821  20,580  

人数（人） 261  272  302  309  357  

合計 給付費（千円） 117,936  121,974  128,617  142,982  164,409  

※ 見える化システムからの推計値。給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。 

※ 端数処理の関係上、各事業の計は一致しない場合があります。  
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４．地域支援事業費の推計 

地域支援事業費については、被保険者数や要介護等認定者数の推計結果や地域支援事業の実績と

ともに、国が示す上限設定等を踏まえて、以下のように見込みます。 

 

【地域支援事業費の見込み】 

種類 

第９期 第 11 期 第 14 期 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
12 年度 

令和 
22 年度 

介護予防・日常生活支援 
総合事業費 

給付費 
（千円） 81,373  87,500  93,500  81,823  78,345 

包括的支援事業（地域包括
支援センターの運営）及び
任意事業費 

給付費 
（千円） 39,065  39,547  39,747  40,740 41,800 

包括的支援事業 
（社会保障充実分） 

給付費 
（千円） 28,026  28,730  29,230  29,660 29,910 

地域支援事業費（千円） 148,464  155,777  162,477  152,223  150,055 

※ 見える化システムからの推計値。端数処理の関係上、合計等が一致しない場合があります。 
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５．第１号被保険者の介護保険料 

（１）介護保険の財源構成 

介護保険では、原則として保険給付に要する費用の約半分を公費（国、都道府県、市区町村）で

負担し、残りを第１号被保険者と第２号被保険者からの保険料で負担する仕組みとなっています。

なお、公費負担の 50.0％のうち国は 25.0％となっており、そのうち 5.0％は市町村の後期高齢者

（75歳以上）人口の比率及び所得段階別の構成比に基づき、介護給付費財政調整交付金（以下、調

整交付金）として、全国平均で 5.0％交付されます。※ 

また、地域支援事業に要する費用の財源構成については、以下のとおりとなります。 

 

【保険給付費の財源構成】 

 

■居宅サービス給付 ■施設サービス給付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域支援事業費の財源構成】 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業 ■包括的支援事業・任意事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※本町の調整交付金については令和４年度以降、不交付となっているため、現状に合わせ第９期計画では０％で見込んで

います。  

第1号

被保険者

23.0%

第2号

被保険者

27.0%
国

20.0%

兵庫県

12.5%

猪名川町

12.5%

調整交付金

5.0%

第1号

被保険者

23.0%

第2号

被保険者

27.0%
国

15.0%

兵庫県

17.5%

猪名川町

12.5%

調整交付金

5.0%

第1号

被保険者

23.0%

第2号

被保険者

27.0%
国

20.0%

兵庫県

12.5%

猪名川町

12.5%

調整交付金

5.0%

第1号

被保険者

23.0%

国

38.5%

兵庫県

19.25%

猪名川町

19.25%
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（２）第１号被保険者の保険料（基準額）の算定 

第１号被保険者の保険料は、原則３年ごとに見直すことになっており、本計画期間の保険料基準

額は、令和６年度～令和８年度の給付見込値を基に算定しています。本計画期間における第１号被

保険者の保険料基準額は、月額 5,400円（年額 64,800円）とします。 

 

【介護保険総事業費の算出】 

（単位：千円） 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

① 総給付費 2,155,975  2,251,612  2,332,453  6,740,040 

➁ 特定入所者介護サービス費等給付額 44,175  45,544  46,724  136,443 

③ 高額介護サービス費等給付額 52,868  54,520  55,933  163,320 

④ 高額医療合算介護サービス費等給付額 9,500  9,782  10,036  29,318 

⑤ 算定対象審査支払手数料 1,778  1,836  1,883  5,497 

⑥ 標準給付費見込額（①＋➁＋➂＋➃＋➄） 2,264,296  2,363,294  2,447,028  7,074,618 

⑦ 地域支援事業費 148,464  155,777  162,477  466,718 

⑧ 介護保険総事業費（⑥＋⑦） 2,412,760 2,519,071 2,609,505 7,541,336 

※ 見える化システムからの推計値。端数処理の関係上、合計等が一致しない場合があります。 

 

【保険料収納必要額の算出】 

（単位：千円） 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

⑨ 第 1 号被保険者負担分相当額（⑧×23％） 554,935  579,386  600,186  1,734,507 

⑩ 調整交付金相当額 117,283  122,540  127,026  366,850 

⑪ 調整交付金見込額 0  0  0  0  

⑫ 準備基金取崩額 119,500 

⑬ 保険料収納必要額（⑨＋⑩-⑪-⑫） 1,981,857 

※ 見える化システムからの推計値。端数処理の関係上、合計等が一致しない場合があります。 

 

【保険料基準額の算出】 

種類 合計 

Ａ 保険料収納必要額（千円） 1,981,857 

Ｂ 予定保険料収納率 99.40％ 

Ｃ 所得段階別加入割合補正後被保険者数（３か年合計） 30,771 人 

Ｄ 保険料基準額（月額）（Ａ÷Ｂ÷Ｃ÷12 か月） 5,400 円 

※ 見える化システムからの推計値。端数処理の関係上、合計等が一致しない場合があります。 
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（３）保険料段階の設定 

本計画期間の保険料段階については、安定的な財政運営を実施していくために、負担能力に応じ

た負担割合とする考えに基づき、第８期計画期間の全 10段階から段階を増やした全 13段階で設定

しています（次ページの表を参照）。 

 

（４）公費による低所得者の保険料軽減 

低所得者の保険料負担に配慮し、制度を持続可能なものとするため、給付費の５割の公費とは別

枠で公費を投入して、所得が低い被保険者（第１段階から第３段階）を対象に保険料軽減を行いま

す。 

 

介護保険料の軽減対象 
軽減前の基準額に 
対する負担割合 

軽減後の基準額に 
対する負担割合 

第１段階 基準額×0.455 基準額×0.285 

第２段階 基準額×0.685 基準額×0.485 

第３段階 基準額×0.690 基準額×0.685 
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（５）介護保険料基準額 

「第１号被保険者の保険料で負担すべき額（賦課総額）」を所得段階別加入割合補正後被保険者

数で除して算出した第９期計画の第 1号被保険者の保険料基準年額は 64,800 円です。 

 

 

 

 

 

  

第９期（令和６年度～令和８年度） 

段
階 

対象者 乗率 

介護 
保険料 

年額
（円） 

１ 

・生活保護受給者または市
民税非課税世帯に属する
老齢福祉年金受給者 

・世帯全員住民税非課税
で、課税年金収入額とそ
の他の合計所得金額の合
計額が 80 万円以下の人 

基準額 
×0.285 

18,360 

２ 

世帯全員住民税非課税で、
課税年金収入額とその他の
合計所得金額の合計額が 80
万円を超え 120 万円以下の
人 

基準額 
×0.485 

31,320 

３ 

世帯全員住民税非課税で、
課税年金収入額とその他の
合計所得金額の合計額が
120 万円を超える人 

基準額 
×0.685 

44,280 

４ 

本人が住民税非課税（世帯
は課税）で、課税年金収入額
とその他の合計所得金額の
合計額が 80 万円以下の人 

基準額 
×0.875 

56,640 

５ 

本人が住民税非課税（世帯
は課税）で、課税年金収入額
とその他の合計所得金額の
合計額が 80 万円を超える
人 

基準額 64,800 

６ 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 120 万円未満の
人 

基準額 
×1.2 

77,760 

７ 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 120 万円以上
210 万円未満の人 

基準額 
×1.25 

81,000 

８ 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 210 万円以上
320 万円未満の人 

基準額 
×1.5 

97,200 

９ 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 320 万円以上
420 万円未満の人 

基準額 
×1.7 

110,160 

10 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 420 万円以上
520 万円未満の人 

基準額 
×1.9 

123,120 

11 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 520 万円以上
620 万円未満の人 

基準額 
×2.1 

136,080 

12 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 620 万円以上
720 万円未満の人 

基準額 
×2.3 

149,040 

13 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 720 万円以上の
人 

基準額 
×2.4 

155,520 

第８期（令和３年度～令和５年度） 

段
階 

対象者 乗率 

介護 
保険料 

年額
（円） 

１ 

・生活保護受給者または市
民税非課税世帯に属する
老齢福祉年金受給者 

・世帯全員住民税非課税
で、課税年金収入額とそ
の他の合計所得金額の合
計額が 80 万円以下の人 

基準額 
×0.3 

19,440 

２ 

世帯全員住民税非課税で、
課税年金収入額とその他の
合計所得金額の合計額が 80
万円を超え 120 万円以下の
人 

基準額 
×0.5 

32,400 

３ 

世帯全員住民税非課税で、
課税年金収入額とその他の
合計所得金額の合計額が
120 万円を超える人 

基準額 
×0.7 

45,360 

４ 

本人が住民税非課税（世帯
は課税）で、課税年金収入額
とその他の合計所得金額の
合計額が 80 万円以下の人 

基準額 
×0.875 

56,700 

５ 

本人が住民税非課税（世帯
は課税）で、課税年金収入額
とその他の合計所得金額の
合計額が 80 万円を超える
人 

基準額 64,800 

６ 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 120 万円未満の
人 

基準額 
×1.2 

77,760 

７ 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 120 万円以上
210 万円未満の人 

基準額 
×1.25 

81,000 

８ 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 210 万円以上
400 万円未満の人 

基準額 
×1.5 

97,200 

９ 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 400 万円以上
600 万円未満の人 

基準額 
×1.75 

113,400 

10 
本人が住民税課税で、合計
所得金額が 600 万円以上の
人 

基準額 
×2.0 

129,600 
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第６章 計画の推進体制 

 

１．庁内での推進 

本計画の基本目標である「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指して」の実現のために、

日常生活に何らかの支援が必要な高齢者等に適切なサービスを迅速に提供し、保健・医療・福祉等

各分野の庁内関係各課と緊密な連携と情報の共有に努め、計画の着実な推進を目指します。 

 

２．多様な主体等との連携 

地域包括ケアシステムの推進に向けて、関係団体、関係機関や事業者など地域の多様な主体との

連携・協働により計画を推進します。円滑な施策展開を行うためには、住民、関係機関、サービス

提供事業者等との連携が重要であるため、住民等による地域福祉活動との連携・協働体制づくりを

進めます。 

さらに、より充実したサービスを提供するため、広域的な課題や共通する問題に適切に対応でき

るよう、引き続き、兵庫県や近隣市等との連携を図ります。 

 

３．計画の進行管理 

本計画を実効性のあるものにするために、計画の進行・進捗等に関する情報を総合的に取りまと

めるとともに、新たな課題への対応・事業評価等を推進していく必要があります。 

計画の推進にあたっては、保険・医療・福祉関係者、被保険者等で構成される「猪名川町介護保

険運営協議会」等において年度ごとの施策の進捗状況を把握するとともに、施策の点検・評価と必

要に応じた見直し等を行うことにより、ＰＤＣＡサイクルに沿って適正な進行管理を行います。 
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参考資料 
 

１．猪名川町介護保険運営協議会委員名簿 

区 分 氏 名 所  属 協議会役職 

学識経験者 
坂田 哲啓 川西市医師会 副会長 会長 

関口 捷子 ＮＰＯ法人福祉市民ネット・川西  

介護サービス 

事業者 

久保田 盛秋 せいふう若葉 事務長  

山田 薫 生駒病院介護医療院 看護師長 
副会長 
（令和５年 10 月 24 日～ 

令和５年 12 月 31 日） 

内村 康恵 生駒病院介護医療院 看護師長 
副会長 
（令和４年１月１日～ 

令和５年 10 月 23 日） 

住民代表 
坂上 登紀子 住民代表  

清田 秀子 住民代表  

※順不同・敬称略 任期：令和４年１月１日から令和５年 12 月 31 日まで 

 

２．猪名川町介護保険運営協議会開催状況（令和５年度） 

 開催日 協議事項 

第１回 令和５年７月 21日 

・猪名川町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画について 

・令和４年度介護保険運営状況について 

・猪名川町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の進捗状

況について 

・地域包括支援センターの機能強化に係る新センターの開設に

ついて 

第２回 令和５年 10月 24 日 

・計画策定のためのアンケート調査の結果報告について 

・猪名川町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の骨子案

について 

第３回 令和５年 12月１日 

・令和５年度介護保険運営状況について 

・令和６年度介護保険予算要求状況について 

・猪名川町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画について 

第４回 令和６年１月 30日 

・猪名川町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画について 

・第９期事業計画期間における保険料設定について 

・介護保険関係条例の一部改正について 
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３．パブリックコメント実施結果 

（１）意見募集の概要 

①意見募集方法 

町ホームページの掲載。保険課・日生連絡所・ふらっと六瀬（六瀬総合センター）・図書館で閲

覧。 

 

②意見募集期間 

令和５年 12月 15日～令和６年１月 14日 

 

③意見の提出方法 

直接持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール 

 

（２）意見募集の結果 

意見はありませんでした。 
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４．用語解説 

あ行 

■ＩＡＤＬ 

Instrumental Activities of Daily Livingの略で、手段的日常生活動作をいう。複雑な動作

である掃除、洗濯、買物、電話、金銭管理、服薬管理、交通機関の利用などのこと。 

 

■ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略で、情報通信技術をいう。 

 

■アドバンス・ケア・プランニング 

もしものときのために、望む医療やケアについて、前もって考え、周囲の信頼する人たちと

繰り返し話し合い、共有する取組。愛称は「人生会議」。 

 

■ＳＮＳ 

「Social Networking Service」の略で、登録された利用者同士が交流できるＷｅｂサイトの

会員制サービスのこと。友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まったり、近隣地域の住民が

集まったりと、ある程度閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコミュニケーション

を可能にしている。 

 

か行 

■介護給付 

要介護１～５を対象とした介護給付サービスについて、介護サービス費の１割の自己負担

（高額所得者は２～３割）を除き、残り９割（高額所得者は７～８割）を介護保険事業特別会

計から給付するもの。 

 

■介護サービス情報公表システム 

介護保険法に基づき、自宅における生活支援、日帰りで通う機能訓練・デイサービス及び施

設における入所（入居）支援などのサービスを提供する事業所または施設の情報が検索・閲覧

できるホームページ。 

 

■介護保険法 

高齢化に対応し、高齢者を国民の共同連帯のもと支える仕組みとして導入された介護保険制

度について、その実施のために必要な事項を定めた法律。1997年（平成９年）12月に公布、

2000年（平成 12年）４月に施行された。 
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■介護予防・日常生活支援総合事業 

要支援者、介護予防事業対象者に対し、介護予防・日常生活支援のためのサービスを総合的

に実施する事業。利用者の状態に合わせて、見守り・配食等を含めた、生活を支えるための総

合的で多様なサービスを提供するもの。 

 

■キャラバン・メイト 

「認知症サポーター養成講座」の講師となる人のこと。都道府県や市町村等が開催するキャ

ラバン・メイト養成研修を受講し、登録する必要がある。 

 

■業務継続計画（ＢＣＰ） 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損

害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常

時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画の

こと。 

 

■居宅介護支援事業所 

ケアマネジャーを配置し、居宅サービス計画、居宅サービス事業者との連絡調整や介護保険

施設への紹介等の居宅介護支援サービスを行う事業所。 

 

■緊急通報システム 

一人暮らし高齢者等に、緊急通報機器を設置し、急病等の際には 24時間 365日体制の相談セ

ンターに通報を送り、近隣協力員の協力を得て救援される仕組み。 

 

■ケアハウス 

老人福祉法で規定された社会福祉施設。原則として、家庭環境や経済的な事情などにより、

自宅で暮らすことが困難な状態にある高齢者が低額な料金で入所できる。 

 

■ケアプラン 

要介護等認定者や家族の希望を取り入れ、サービス担当者会議で、専門家の協議により利用

者のニーズと生活上の問題解決のために必要な具体的なサービスに関する介護支援計画のこ

と。 

 

■ケアマネジメント 

要介護等認定者等のニーズを満たすため、介護サービス、地域支援事業、保健福祉サービス

や地域のボランティア活動等も含めて調整し、総合的・一体的に提供されるようにする、サー

ビス提供のマネジメント。 
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■ケアマネジャー（介護支援専門員） 

利用者の身体状態等に合わせ、ケアプランを作成するとともに、サービス事業者等との調整

や、ケアプラン作成後のサービス利用状況等の管理を行う者。資格は、保健・医療・福祉サー

ビスの従事者で一定の実務経験を持つ者が、都道府県の行う試験に合格し、所定の実務研修を

修了することによって得られる。 

また、主任介護支援専門員は、ケアマネジャーのうち、主任介護支援専門員研修を修了した

者。保健・医療・福祉サービスを提供する者との連携や、ケアマネジャーに対する指導・助言

等の活動を行う。 

 

■健康寿命 

病気やけが・寝たきり・認知症などの状態にならないで、元気でいきいきと暮らすことがで

きる期間のこと。 

 

■権利擁護 

利用者に不利益がないように弁護・擁護することの総称。社会福祉法においては、日常生活

自立支援事業、苦情解決、運営適正化委員会等が規定されている。また民法では成年後見制度

が規定されている。 

 

■高額医療合算介護サービス費 

世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年８月から１年間にかかった医療保険と介護

保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超過分を介護保険から支給する制度。 

 

■高額介護サービス費 

所得等の状況により、介護サービス利用者に対して、サービス利用料の自己負担額が一定額

以上になった時は、超過分を保険給付から支給する制度。 

 

■合計所得金額 

年金・給与・事業・譲渡等の所得（損失の繰越控除適用前）を合算したもの。収入が年金だ

けの場合、合計所得金額とは年金収入から公的年金等控除を差し引いた金額で、各種所得控除

（社会保険料控除、扶養控除等）を行う前の金額。 

 

■高齢化率 

総人口に占める 65歳以上人口（高齢者人口）の割合。高齢者人口比率ともいう。 
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さ行 

■サロン 

地域の中で仲間づくりや異世代交流等を目的とした、地域住民が運営するふれあいの場のこ

と。地域の福祉的な課題の発見や地域活動の組織化、福祉教育の場等へ広がる可能性をもつ。 

 

■社会福祉協議会 

社会福祉法に基づく、地域福祉の推進を図ることを目的とした社会福祉法人。都道府県、市

区町村にそれぞれ組織されている。 

 

■所得段階別加入割合補正後被保険者数 

介護保険料の所得段階別人数に各保険料率（基準額に対する割合）を乗じて、基準額該当者

（第５段階）に換算した人数の合計値のこと。 

 

■シルバー人材センター 

健康で働く意欲を持つ定年退職者等の高年齢者の希望に応じた臨時的・短期的な就業または

その他の軽易な業務に関わる就業の機会を確保し、提供することにより、生きがいの充実及び

福祉の増進を図り、活力ある地域づくりに寄与することを目的として設立した公共的な法人。 

 

■審査支払手数料 

各都道府県の国民健康保険団体連合会が行う、事業者からの保険給付等請求に関する審査、

支払い事務に対する手数料。 

 

■生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域にお

いて、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源

開発やネットワーク構築の機能）を果たす者。 

 

■生活習慣病 

これまで「加齢」という要素に着目して用いられてきた「成人病」を生活習慣という要素に

着目して捉え直し、再定義された概念。1996年（平成８年）12月の公衆衛生審議会の意見具申

において、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する

疾患群」と定義された。 

 

■成年後見制度 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等精神的な障がいがあるため判断能力が十分で

ない人に不利益が生じないよう、代理人を立てて契約を行ったり、あるいはそれを取り消した

りできるようにする制度。  
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た行 

■地域共生社会 

すべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高めることができる社会のこと。地

域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを

育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる社会を

いう。 

 

■地域支援事業 

被保険者が要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要介護・要支援状態となっ

た場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるように支

援するために市区町村が行う事業。 

 

■地域資源 

利用者の生活ニーズを解決していくための地域にある物的・人的資源の総称。社会福祉施

設、医療施設、ボランティア、企業、行政、地域の団体等を指す。 

 

■地域包括ケアシステム 

高齢者のニーズに応じて「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」を切れ目無く提供す

る体制のこと。取組としては「医療」は医療との連携強化、「介護」は介護サービスの充実強

化、「予防」は予防の推進、「住まい」は高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリ

ーの高齢者住まいの整備、「生活支援」は見守り、配食、買い物等、多様な生活支援サービスの

確保や権利擁護等のこと。 

 

■地域包括ケア「見える化システム」 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するた

めの情報システムのこと。介護保険に関連する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に

関する様々な情報がこのシステムに一元化され、グラフ等を用いた見やすい形で提供される。 

 

■地域包括支援センター 

地域において、①介護予防ケアマネジメント事業、②総合相談支援事業、③地域包括ケア体

制整備(包括的・継続的マネジメント事業)、④高齢者の虐待の防止・早期発見及び権利擁護事

業の４つの基本的な機能を持つ総合的なマネジメントを担う中核機関。 
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■地域密着型（介護予防）サービス 

住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な地域で提供されることが適当なサービス類型

として、2006年度（平成 18年度）より創設されたサービス。 

サービスには「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「夜間対応型訪問介護」「認知症対応型

通所介護」「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護」「地域密着型特定施設入居

者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」「看護小規模多機能型居宅介護」

「地域密着型通所介護」「介護予防認知症対応型通所介護」「介護予防小規模多機能型居宅介

護」「介護予防認知症対応型共同生活介護」が含まれ、保険者である市区町村が指定を行う。 

 

■特定健康診査・特定保健指導 

特定健康診査は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）になる割合が高いとされる

40～74歳の人を対象に、その早期発見と改善、生活習慣病の予防を行うため行われる健診。そ

の結果、生活習慣の改善が必要であると判断された人を対象に特定保健指導が実施される。 

 

■特定入所者介護（介護予防）サービス費 

所得等の状況により、要介護等認定者が、施設サービス等を利用した場合の食費・居住費等

の負担を軽減するために支給される介護給付。 

 

な行 

■日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるように、地理的条

件・人口・交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整

備状況等を総合的に勘案し、地域の特性に応じて区分したもの。 

 

■日常生活自立支援事業 

社会福祉法上の制度で、判断能力が十分でないために福祉サービスの利用が困難な高齢者や

障がいのある人等に対し、自立した地域生活が送れるように日常的な金銭管理のサービス、大

切な書類の預かりサービス、介護保険等福祉サービスの利用援助等日常生活を支援する事業。 

 

■認知症 

様々な原因で脳の細胞が死ぬ、または働きが悪くなることによって、記憶・判断力の障がい

などが起こり、意識障がいはないものの社会生活や対人関係に支障が出ている状態（およそ 6

か月以上継続）をいう。短期間に急激に脳の機能が低下する傾向にあり、老化による機能の低

下とは異なる。 
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■認知症ケアネット（認知症ケアパス） 

自分やご家族、近所の人が認知症になった場合に、どこでどういったサービスを受けること

ができるのかの具体的なイメージを持つことができるように認知症の人の生活機能障がいの進

行に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができるのか、具

体的な機関名やケア内容等を、あらかじめ、認知症の人とその家族に提示するためのもの。 

 

■認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として日常生活の中で支援

する人のこと。 

 

■認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職（保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）が、認知症

が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問し、認知症の専門医による鑑別診断等を踏まえ

て、観察・評価を行い、本人や家族支援等の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活の

サポートを行うチームのこと。 

 

■認知症地域支援推進員 

認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関・介護サービ

ス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人及びその家族を支援するため相談業

務等を行う人。 

 

は行 

■ＰＤＣＡ 

Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）の４段階を繰り返すことに

よる継続的な施策・事業の改善。 

 

■避難行動要支援者 

高齢者、障がい者、その他の特に配慮を要する人のうち、災害が発生し、または発生するお

それがある場合に自ら避難することが困難な人で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に

支援を要する人をいう。 

 

■福祉委員 

社会福祉協議会が地域福祉活動を推進するに当たり、地域活動の情報交換ネット的な活動を

担う「地域を元気にするボランティア」のこと。 

 

■福祉避難所 

高齢者や障がいのある人など配慮を要する人の避難所のこと。  
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■フレイル 

要介護状態に至る前段階として位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず精神・心理的脆

弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障がいや死亡を招きやすいハイリ

スク状態を意味する。 

 

■訪問指導 

健康増進、生活習慣病や介護予防の必要な人、また介護をしている人を保健師等が訪問し、

指導・相談を行う事業。 

 

■保険給付費 

介護保険に関わるサービスの総費用から、利用者負担により賄われる部分を除いた、保険が

賄うべき費用。要介護の被保険者に対する介護給付、要支援の被保険者に対する予防給付、条

例により市町村が独自に実施する市町村特別給付に区分される。 

 

ま行 

■民生委員・児童委員 

民生委員は、それぞれの担当地域において、１人暮らしや寝たきりの高齢者等への援護活動

をはじめ、生活上の様々な問題を抱えている人の相談・援助に当たる。また、児童委員は、児

童及び妊産婦の保護・保健等に関する援助・指導を行い、児童福祉司や社会福祉主事の職務に

協力するなどの活動を行う。 

 

や行 

■要介護等認定者 

日常生活において、介護が必要な状態の軽減や悪化の防止のために支援が必要な状態にある

人（要支援者）や、常時介護を必要とする状態にある人（要介護者）と認定された人で、要支

援者は要支援１と要支援２に、要介護者は要介護１から要介護５までに区分される。 

 

■予防給付 

要支援１と要支援２を対象とした介護予防サービスについて、介護サービス費の１割の自己

負担（高額所得者は２～３割）を除き、残り９割（高額所得者は７～８割）を介護保険事業特

別会計から給付するもの。 
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ら行 

■リハビリテーション 

障がい者や事故・疾病で後遺症が残った人等を対象に、身体的・心理的・職業的・社会的

に、最大限にその能力を回復させるために行う訓練・療法や援助。 

 

■老人福祉法 

老人福祉の基本法として、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、

その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図るこ

とを目的に、1963年（昭和 38年）に制定された法律。 
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